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Ⅰ　「部分的改革」期の土地政策
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ベトナム民主共和国独立初期の土地政策

1945年 9月～195:3:r:J n一一一
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はじめに 第 1段階は独立から（（小作料引下げ令》，《裏切者所有

I 「部分的改本」 j羽の土地政t草 地没収令》等の一連の土地・小作関係の法令が公布され

I. ?i1 l段階（1945年9月～1949年6Jl)の土地政策 る訟で，第2段階はこれらの法令が適用された時期であ

L. ;Jf 2段階（1949"!・ 7 1；～]CJ;i;l ii；いj）。）:L:地政策 ;:) C 般にこれら両段階の時期の改革は 部分的改革I

:¥. 「大衆発動J政後〆・，；；：t:ifr: （じi,i ［＇山、J,1 tfng ph五n）ないし「民i己主可t」（caiciich dan 

JI i：地政策関係法令のおt;i' ιli11、l l二上ばれているo第 3段階い地 ii梢級が打倒され，

l 地主の搾取＇， tJJI淡を Il ll'J ' 1 iゴ；7 I jヰ4ニFiに士山をJというスローウ／が実,TI主；／，t:こラジ

ヰ i二地，！）接収・分自己：二Ii,!J 川·~ ;, 力／ctrJJ白じ士市の段階である。第 l同研・第2段階と第

3. その他の法令 3段階は改革のやり方の点で決定的に呉なる。すなわち

E 法令のだ施状況 前：梓では，改革は通常の行政ノレートを乗せられて上から

1. 《小It料引下げ令》その他の実地状況 実施されたに十ぎなかったが，後者においてはこのよう

2. 土地分配の突抱状仰 な行政的方法と「大衆発動J(phat d¢ng quan chung）に

IV む 料 t .j f 〈！、ふll/'.i民の五二体均な闘争今）JI1.1:"ヵ：杭h＇されたの

1. 臨時政府の地主・，j、！？！人.t'kヘ ••）呼びかけ であらっ

2. i臨時政府の呼び方：！ヘv叶＇ 'I' {:f,",H t，二）l主であまりまとま.・' iニ｛II花がないサ第 1・

:L 民族袋t;rJ者時dJJ也it>{<: '.・r；ゴ段階ci）士山政策を関係法令の紹介を泊Lて印！？》かに

1 小作料引下げ令 し上うとす←汁lのである。まずIにお1曜、ては4ー； l・第2

5. 小「i料引下げ令実施に｜渇する耐11J1iJ 段階全体の土地政策の展開過程を慨観する。日では第2

6. 袈切者からの没収地使用およびその貧Eとへの分 段階で公布された一連の法令の内容紹介と問題点指摘を

配に関するか1月lj 行なう。そして皿においてこれらの法令の実施状況にふ

7. Illブ 7ンス入所有地紋j丹刈且IJ れる。なお最後のIVに関係資料（主として法令） IO点を

目白利引下げ令 付・した。

け，J、｛乍条令

11). ［：地政策条令

はじめに

1945年 9月の独立後，ベトナム民主共和鼠（1954年 7

月のジュネープ協定締結後は北緯17度線以北〕において

実施された土地改革は以下の三つの段階に区分すること

ができる。

第 1段階 1945年9月～1949年 6月

；お2段階 1949年7月～Jll:iJ;F;;Ji 

有i3段階 1953年4月～lYら7年
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I 「部分的改革J期内土地政策

ベトナムl:1！立同盟（ベトミン〉の指呼寸戸前 fJ,'1町命の

！的TIJの討＇＊＇ lリ45年 9月 2日ベトナムは削午ぷ『川乙独立

を達成した。しかし 8月革命は民族解放事業を完成でき

なかった。なぜならベトナムにばくだいな権益をもっフ

ランスが帝国主義諸国の支援を背景に再支配をくわだて

たからである。ベトナム人民はこのフランスの野望をく

行く fてめに 9年におよぶ長期抗戦を戦い貫かなければな

この間民族解放の課題がJM!t'.,¥::L. ば封建

のよJU泣け：J必下命〉はそれに従属主・It:・,,j t ;I：コ
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しかし，このことは抗戦期間中にインドシナ共産党

(1951年2月以降ベトナム’引明覚）および政l{ftJ:Ill日政策

の面で何のFも打たなか v 三ど L、うことで、工なレ。すで

に抗戦開始の数カ月前（1%i年；心に当時の ｛／ F 乙ナ共

F主党書記長チュオン・チン也氏族解放革命（反惜悶立議）

の後によ地説41!（反封建iを行ない，その後に社会主義

革命を行なうと L、う回定酌！cliJi続革命理よみ そ批判し

「ベトナム氏核解放卒者旨Ti；王完：の淫務を完：主でうどJと同

時に土地に関する（反封建）任務の一部をも実現しうるJ

（泊 1）と主張していた。またかれは抗戦開始後の1947年に

も，「現在，われわれは裏切者の土地と財産を没収して，

これを農民にわmち，同H¥f二打clJH,の増収をけiーパご （＂どめ

てU、る。 このことは，わit！ノドーが抗戦期間i判二IJ也改革

の実行を全くさし控えることを愈i床するわけではない。

ただわれわれは，封建l也主‘の間に存在する1m塗を織日IJL,

植民地主：党？？を瓜立させろ仁川こ、一歩一 ＇P. 村山改革

を行なうのであるJUl2）との＼ぐいる。こ.i'！、の，51用か

らも暁らかれ上うに，~－政府の首脳部はViれの1，土初か

ら抗戦の推進にとって反封建土地改革の部分的爽施が不

可欠であるということを正しく苦忍識していたし，またそ

れら二つのjf.]il'f的遂行がI刊プでふることをf刻， iLてU、た

のであるJ そしごかれらいだ際この認識と確イ｝？；二1とづ

いて抗戦期間中土地改革主」ル 歩漸進tl(JiS:尖行；4移し

たのである。

そこでまず当該期の党・政府の土地政策の展開ilfi程を

簡単に跡， jけてみよう c

l 5脅1段階（194.5！＼三リ.！J～ l¥!49年6JJ ）の土地政策

土地改革の第 1段階とはすでに述べたごとく独虫達成

から（（小作料引下けが令》，《華霊91者所令－地没収令》等の一

連の法令力

1946年UJJcnj/i：，桟関安ItをJ;t；こ LEその古iJ.i註J’7ゴ；羽に区

分される。

(1) 独立逮成から抗戦開始まで

8 Jl革命の勝利後ベトミン・メンバーを主体に組織さ

れた臨時政府は，直ちにm.cf,J：；，、み嘉義il泌 IL、！；：！.J!l.J:-?
~｛切：fi!および洪本義主地域jこおはふをの令／Viタ盤争
等農民の経済的負担の軽減を【l的とした一連の法令を公

布した（It3）。

また11 Jj Iらけには，食料例年対策の d 環と；＿←常蕪l也

の臨時使JI]（こ関する法令をと｛［jした。この法（？にιり，

すべての官、J:i]i，界地は 1｛ととのj叩.t~きで＇.？~｝，，~ペI1誌
れ，耕作者である農民はその全収穫物を取得する権利を

与えられた（／H ）。

さらに臨時政府は11月20日付で小作料引下げその他に

悶「ど｝内務部回i;,,( r資料1〕参照1を廷した。それt.L 

J也L 農民・ノl、f＼人‘人民委員会の；i青がはたすd 、き＇)i

.rj'.比百条書きにLたものであるが，＇＇ 'i該期の政府の士j也

問題に対する蒸本的態度を知るために欠かせない資料と

なっている。そこで次にその内容をみることにする。

り11］章》はまず！rH'JJiこ地主に対L，小作料の25＇.ο｛｝づ1卜

;t、小作人の負岱lV:;rて中止，す，＜・，ごの追加的徴収，n中

止の 3項目を義務付けている。

このうち，小作料引下げに関しては 1年後（1946年11

月）にも内務部・興業部合同の回全が出された。そして

小川十！の引下げにもた〉ては19fi年8[j 工9日（8月：革命
事暗号宮r 持説明時間腎.., ...ー！ーに早川一一

!;fHltな主主卑$を算定の基礎とすること司小作料は主{1:

（秋作）の収穫の 3分の lを越えてはならないこと，す

なわち小作料率の上限を忍出三お実えることが補足され

}', '' 5’。

／；，］、作人・県民にたfしては，（ゲ同市十は地主に小！111

t iLいうこと， t.ttη啓有権の羽i[,'.... ＇.去作物のそ川 L,.r:, . ・ 1守 、・4 、白川九ρ》吻M，戸＂＂ψ ' V〆,c・・・・cヤ小r

織紘宮ユ義i~i;まはまに4号。
また人民委員会に対しては，若干の地方にみられる地

！の十人有権に対「る日＇ Ii現象の根也地主・小作人（I)~.j 

，＇；：し川｜司停，農作阿川 l止護と収穫杓ii己作のきびしいt1T1Iを

よびかけている。

以上のような諸々の項目の中で最も益要なのはいうま

でもなく， r ,1作刊の25%引下げJと「地主の私有維産事

i主！の二つであるし 二の二つは1叫ll可に採択されナZ J九

卜ミ L繍領》が民悦；.＇f

政/f,fの政策の一部として，農民と地主にそれぞれ約束を

与えていたものであった池6）。したがって《回章》はこ

の ιζ トミン綱市／， ，，，スローガ：のnfll化の第一！じと Jえ

とることができる》 Lt•し，それが／i1 .. ~れた背景として

;r）虫色白；後の複雑tJ.政i台・経済情勢を忘れてはならなL、。

まず小作料25%引下げであるが，これはナンボやタイ

ンホア，ゲアン，ハティン，ナムディン，タイピン各省

のここく地主と：J'H(rγ〉附級的矛J行がとくに尖鋭的にf¥lわ

れ汀、る地方で＇ ''ill寺IJ（開しつつあ｝た農民の小作料引

下げ闘争をパック・アップするという意図があったとい

うW:7 )0 

）；，小作人・嬰民；こ向けての「地jの私有権勝第J

のl訴えはやはりこのtfiLユと.ffi.3じ部の貧属議省や '7f〆

りイ行にみられた地主の所有地を白1産分配しようとする

農民の震予JきUi:s lを憂慮して出されたものである。それは

同じ《回章》が地方人民委員会に対し， 「若干の地方に

77 
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みられる地主のy口、有権のU'Jf-Jは祭を枝記Jする上う口、ff，ド \I ，＇の U~s':JJおよび政府中十［｛機関は軍事的に圧倒的にま二

がけといることが人なこも羽九かである。 ;;, 7 弓Lスqi'のi企般の前にベトパ、r ケ1J 1f也深く｛をillせ3

と二ろで、＇ 1時ペト十ょ、治fltllでは1ず｛民J也jlJ交記者， y，ざす ごjぞえた／p,; /:: ( ；お l['¥:l. 河口同芳照しこの J之ト十ム］，＇

プランスi転がすでにi1戦を開始しており， :jt]'i[；；こは［辺正！ の股jlJ；二位きイよ1:mo万の人せが戦火士：避けて 1・11t1[Z:h1,',J

E土佐樹立をわらえ20)Jの中i司国民党JギがJ主主主L二し・／二c 一j申［羽LJよ二｛、1:,1，。 二のたJ、J
］：、t/1立，主 :h と（i＇かりの~＇Ji 、う：T建 ＇）之の 1主；淡が J土やくも己l;t1 て L 、 辺♂） .1, 11 J士一、i’二にλ、Jt，上， lナ二。その岸川ミ＇ 食品流｛法が

たのであるの ミわ経存i'(nこi土、北部のヂ＞L，γj出｝7を明 1'1 ト11 ［｛の緊急の粍Jri'1~課題とな】たのであるコ

L、－ J「仁－に 20ο ／J人；二，r一＞ifイ：〉綴死者±，；己鉱しごい，二 Fノ止円

の大乱I［凶｝〉：』-rn.＼，こ:l＞ユ二＼l"I己をみせj→， f主1サ，＼ J＜や：＇），＇（が ~~s コ o, [<i工Fυ！数民ちt、σ＇1］む1L1J山であ IJ, tJtJ也i土少なく，！~｛主；土

t課題とな，てし、Jニ1 Htifさあ F -' f二コそ二で政1(/I土オミ地地のl¥;twこよる耕地

この工与なH1）＇期iこ！司司法闘争を一泣いれて！＇.リiのj続:/1~ :.CJ_,',: のn！：たのf二，ti：二1五七たb時を講じることにな〉たっ

を激化させ？二 こEi tれされなか J ' f二！ この.＇（令：宝到の

なかにはあ f，小る ζ ト＋ム人仁，そ(l'il:L'cdi J tr¥l'rを「l:];l,

ず，役川ヵ：あ＇＇ i二0 ・ホー. f－・： : ifi,eH：「：土］＇：l:{J:がjょっt:

的［／＼J題であり，ベトトムn会の必安た変不がそのWfi！：に

かか〉ている ,1_- r'うえ／：~J, ,,r ＇けだ力通「＇／＿＿＇い p ご河村l'¥'.:1告と

Lては飢え土貧i羽i三件LむJ；ミIモを宿命1'1ifの工うにN住Ji{¥

j手のl!1Z1'l:にさ r,Lご土） ＜二と f，士 Iとできなか ，！この

そこでII宝引ir [,,j I JJ/¥7Jの＇I'Hその動さではめ ifこが、

・｝jU），］、fiH引ト．げの闘争l二i主的it:(/'.JたえJ註，r,，よーめそ｝λ

せ、 ft_!r:}j（！ヲ］む：i)"r {TJ也分i'i~の'f力~iごil ;;,-,_t1/1なI'11'主士 IJ 

え主、ぷをえなか J pたのである、

王、こん c-，］、frJ:lの2S＇；；υJ11ぺfや＇：＇11そか：'er汁'tit'tj：りと

てrjiI上：土地！によ－，－ごどの引j支士も （， 1l ／こでお九うか。

この，，，＇.（に限 JLてit 全く資flがなL、ヵ：町そj：ム；）；；王土λど

1；行雪れなか r ，／こであ人う三とは；）；：の一ペャ川1¥!111/J，ム"i:・
切にl/f/¥lllできるョ祝日こ《！iii京》には法的対i:trLりがそj',J，な

かったこ土。 L／：ニカi，て！丸十、jにおけ不’｝；；絡をい主f三空間’人

していなu、j也1が jj'It，にそ，j),fニitろはすとはなかす＼たふさ

，，にJ'Mι午求方、r，問めきれた抗戦が｛（Jnl景、 vγi：泌を・11

’主 i二f可能lこし／こ、次にのぺるごとく. 1Aiji.t：勺m切には

j也｝勢力の強いヂルタ地かはフ弓〉ブ、＇ !]IにのJIF＼れてL

:!: ったか，，であるつ 「この同主主の持f走行I二九がfi土ペ、主

再己L亡し、hL‘土こ 7，でそれをi@f司十乙二止はできli:かJ ' 

／こJUUO¥ 

(2）抗戦初J！羽

！？川以下12JJ，へト十ムH干支再己を f三くじむーノ FJ スボに

りするベトナム人民の長期抗戦力：始，fこっこの抗戦の初

期］には If！難な軍事的，経済的WI勢のた灼］又tt建 lJ也＆，~.：

の’支11在のmiではほとんど.ill｝廷はずなられなか、たり、＇1J実1均｝］

の士j也政策はもずぺ二f（＞ 食焔｝町長対策とすtiびf、t；、たそので

あった。

抗戦の｜坊烈の段階とよばれるこの時期には，ベトトム

78 

その J,;1,:1<1,171ド：lIJ 2 rlに公11，された法令である。

この出；了iJ:，人円i白剰地域の人口街！支を半分；こ主で減ら

した分f；＿＇＇.；｛＞耐力士十三 r て·r~杓／H(;itti引の拡大を fltliL

'.;,; l ［羽 1I /J,L l山l；「l'i/ IIJ ( l!L11i ;lcJ:CJJ JCl I [) ＇，、l刊 l

('.I: l川） Yi己nFinh Te', Kinh te' 1:ift入マa111f位。

Cdch 111(lllg t!lllng Tdm dtn !d,dn,; ,)1itn th,mg 

lo'i (}945 7954), I la ruii, Khり礼 huぐ， 19G!i, tr. 

01] 3. ' I ('; 1,1(0 
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川1g/1/i (J.'/-/5 J.'/5 /;, Jla n(•i, !(ho" lHC, ]%Iiヲ

tr. ,,1J4. i. I) 1'! i,¥,0 

吋t';i経リ：fの経験がない上；二民：tに不熱線だ〆たため、に

くだL、tttU刊壬要－1・ 己のみで収涜があがら子，主主？、（－1'!'.J；こ

はA.1万せr,コ～：， if｛／，：；こは解散を余儀なくされた－， L 

,j, l τうしごかれらが新たに｜！門主した一七j山土井一i'i.:fl'の！日！

日を ]:J，＼、て r~ 守二｛こ it生"i':Jt]J主に 1:.t了日ノ ， n 1:1・, 紳士也の壮大

に i~＇.・ i_i. L たのであるc

と！ゎ：この上りたlfJ.'.f：守内；折々 の柏市が＇Xを寺町人す）「

I＿＼、｜！也が切り！＼＼］点、jtていー＂＝， 19日0平手にドl 出 1~：を計j

，；，.，＇こ←ア勺〉 ζ のジ γ－7・ リ ζ ト（（土， ii；のように伝えてL、

J、

I J、／： L; t l1r（行中どこ；l二千f＇ても，小山の山肢が広範

同に l＇／二 J ご句 J主！十；のi提＇1、緑色とIり］lj'; z Iるti;Jるい色の

］リin＼＇にた ぐいラのに父方：一川、／このこれは羽iLくll1Jt{i._':; 

1L ？二｜山！？じそn+.Jill；こはまだ代；）かI].¥J l fこ木，，〕切ドiニヤ

ウトヵ：批判.1ごいて｝；ぅ：， そjしでもト r'.r モロコシペ＞··，•二オ、
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の労｛動力をi史って同ff，月末型j也をt!tれさせる 持の社二 日 !UJ地の公正な手1分配
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地政策は農民の生活改善を通して抗戦を推進するという

重寝な仔務を負》たのである。

そL亡抗仏統戦線（柱：1s，；二，絶対に’よ；を与えてはなら

ないという前提から以下のような当面の方針が生れた。

「改革によ J イ封建地主の搾取を津i次制限し（たと

えIi小／1・料引ドバiιょっ亡〉‘同時にこ｜：地現有制度の正記

事を進める（反植民地主義統一戦線に不利にならない限

り忙おL、て）」（注19・，。

引）jj丈の前半． 「なわち「封建地主の搾取の漸次的制

限」を具体化したのが第3図上段の三つの法令，すなわ

ち判、作料引下け噌今》，《高利引下げ令》および《小作条

令》である。

これらの法令の適用を受けるのは裏切地主を除くすべ

ての地主である。その中にはパクボ，チュンボの中・小

地二Lわらナン，t、の大地主まで，＞＇L20），また抗戦に積hv¥(t<J；こ

参加している「抗戦地主」から抗戦に中立的な「普通地

主：Jまでが含まれる。かれらは，法令の定める小作料の

25°＜，引1、げ<tt:21, 111負債に関する高利のkiJ1/ii引下村山三2),

一部の旧負債の廃棄，小作権安定のための諸規定の遵守

配

7. 不｛I：地主または被占領区への逃亡者にふiする小i'.

料のt，、抗戦行政委ii会による11：理

8, 利子第決定のため農‘民負債の実態識変実胞

以上の党の決定Iこ応えるため，政府はl'Wl年7月かじ

1'152年にかけてー誌の法令を公布L，実B在十これした（註17

（第3図参照〕。こうして土地改革の第2期が始まる。そ

とでこれらの法令の内符やその実治状況につし、てふれな

ければならたいが，それらにつし、てはE以降Cくわしく

扱うことにし，ここでは第2期の土地政策全体について

その目的や実施上の問題点などを中心に若干のべておく

ことに「る。

まず当該期の土地政策の目的。党・政府が土地政策の

；最終的目標においていたのは，いうまでもなく封建的土

地所有制の出止である。しかしEJ:il年2月の？i¥2回党大

会で採択された《ベトナム労働党政治綱領》が「農民の

生活条件を改善し，人民の大部分を占める農民を武装抗

戦に積t,f(t(Jに参加さ IL, 生産を1科大させ， iii；手；iを確保－j

ること」とのべてし、るように，抗戦最中の心の時期の土

Bo 
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等を義務付けられた。他方かれらは抗戦陣営に敵対的態

度をとらなし、限り土地所有rt/11を保障されたのーーある。引

用にある！ばH府民地主義絞 殺線に不幸I］にht',t; '・ 、限り

において｜どャう条件は斗のIJ;'jcぶでは「地jJ）所有権を

侵害しない限りでjを意味した。

一方，引用文後半の部分を具体化したのが第3関の中

段の諸法汁ぞふる。すなわ t；分配の対象にたるのは裏切

地主所有地司フランス入1fr{fJ也円m，村落iじ有地：： 24¥

被占領区へ逃亡した地主あるいは行方不明の地主の所有

地，荒蕪地であり， 4 般の地主の所有地は苧をつけられ

ない。これr，のと地を接l!YLで貧しい農民己分間己たかし

j'i'f分配（村拡兵有地の場Ii')Lて使用させ、かれ：＼の:f:

地不足の状態I;:多少とも綬干日させると同時に、＇ f'i't'二増大

をはかるというのが政府が法令の公布によって意関した

ところであった。この場合，分間日・再分間をあくまで

「一時的！なf、のとしたのは， n来（徹底下Jt工トHll改輩

の際に〉再調繋再三予定していたかちである！

なお第3関下段の《臨H寺農業税条令）） f士もどもと政府

の財政強化政策のJ 環として生れたものである。しかし

これはfltl工主の将有守力に打望務害：， J子三そるという点

料号i下げ；7耳にfぢt；なb、ふ ξ，v 、；Eそれ以上（／ラi吃；！，：,iiピはた

したのであろ 1、

以上みたように，第2段階の士地政策の円的は「封建

地主の搾取の制限j と「土地所有制度の部分的安常jのご

つに集約で全ろポ，それを実現するために宅貯に樫示さ

れた法令の［AJ'点はきわめて広範にわたるものでふ（た。

党中央ば， 「f ロレタリアfi1t＂殺によって脅導された新し

い制度の下でほ，多〈のぐ部分的〉改革は，総許されれ

ば輩命に転化しろるJ（注25）という見地に立っていた。

次に， +.I-OJ政策実施上の同慰｛~；とついて了よろ三去にし

土ろ。

まず土地接収・分何百の実施であるが，フランス入所有

地，裏切地下の所有地の接収にはど〈に大きな問題はな

かったと層、わ恥尽。これらの土地J土抗戦において戦果が

あがり，解放ドーポ拡大すれば、それにつれて隊突に増大

していくべき性質のものであぺたむそとにはすでに所有

主はおらず，したがってその収用は全く抵抗な〈行なわ

れたのである。残されたのほ主として分西日に関する問題

だけであり、そのために手I］今関係者を含む十t¥lJ.分州委員

会が設置された1 εとろでト地分配は農民1/-'l：郭〈円｜可題で

あるが本来それほど森易た之のではない。仁 Lその士地

に所有権が認められるようであったら分配問題をめぐっ

て農民内部の矛盾が表面化したかもしれない。しかしす

第4図 1950年米の戦況

( II', ''r) Vi母nKinh Te', Kinh t<'' ¥'ift Nam t11・ 

C'dch mqng ・!1 ・115. 

でにのべた通り，この場合の分配はあくまで暫定的なも

のであるとされていたのである。

；火に村落共有地の再分配。これは交紳や一部の紅！？’が

権力を利用して私物同然に使っていた共有地を公-ir；こも

う一度分配し直すというのが主旨であった。したがって

事実上共有地を独占する地主力2既得権益に対する侵害を

理由に再分配に反対する恐れはあったがフ法的にはかれ

にも 応分け前；二：]・ ，：，資格をも－・亡し、たのでその；J王抗の

激Lさも後の土地改革の際にみせたほぎにはならなか

た。

以上のような土地分配の場合と比べ，小作料引下げ，

干lj子字引下げ，｜「1慌の廃棄，小作権安定の諸規定た YL勺

Jr'Jitiはほるかに［科経であった。なぜなむとれらは抗仏統

一戦的内部にまでお主ぶ問題であJたからである。

民族の利益に階級の利益を従属させることが大前提と

なっていたこの時期には，地主の搾取制限政策をラジカ
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凡な)I；守遂行し，抗戦にij1 ;t:((J t, ;[I¥.;・. i. 口、りでなく，統

与＼~.＼！；~に参加iFる「抗戦lllrt・1や「乏！Ei人土jまでを敵

側にえとらせることは避けなければな九なかった。政策の

適用はあくまで平和的に， i也ニUc:対すQ説明・説得を基

本にして進める必要があるとされたのである。後にみる

ように，法令の実施ないしその監管機関が設けられず，

ただ法令実施にともなって生子る紛争の解決機関だけが

設けられたこと，違反者に対する罰則jが定められなかっ

よてこと＇it:26＇，などの理由｛この辺にお 7，九。

1かしJ・シェノーもL、うと川こぺi［； ，抗戦の初期に

はi九十.j"c，政治的・社会的関係にはまだ十川、的な変化は生

れていなかった。地主は依然と Lて｛:Ltして、べきものない

L尊敬すべきものであったL, ／ρlL f，；土地方の行政機関

（これらの行政機関が法令の実施を担当ナる）において

影響力をもっていたのである。かかる状況において，た

だ法令を公布するだけで地主がそれらを遵守するという

保証もまたなかった。

む、イ？を空文に終わらせれ「L、ナ±めJ士J土ラ竹’伝活動を強化

1てが、むの意義.fl 的・，1すね士 i前広.~ t~ること，同時に

教育（,::ii.fl じて農民の意識：干高山、かhr，.ヤ農民組~に組

制しと，その階級的力量を強flγ.j・ること／.1：不可欠であっ

fご(iiリ向。

だが土地政策に関する党・政府のこの時期の7〔伝活動

は十分でなかった。とくに1949～1950年頃はそうであっ

たc 党が「小作料引下げを完成し，利子率引下げを実現せ

よJというスローガンの下に宣伝活動を強化してから事，

態は多少改許されたといわれるが，それでも農業税の導

人の場｛＇；＇にくらべれば｛自：zir、Il'fJ' ;J L J三、そのため政府

ぴ）政策・法令が農民大衆のヰ：iこど,lj号L, fi,；：底するという

こともなかった（注30斗

ム力「，農民の階級車蛍毅《tk囚t;'H（三＇＞ (H(li nong dan 

c白’uquoc）の拡大強化もあまり進まなかった。「抗戦の

初期には，《救国農民会》とよばれる農民組織は抗仏戦

線の他の大衆組織に比べればみすぼらしくみえた」（泊31)

のである。

このような結果になった原因の一つには，政策の宣伝

ゃt)cl（指導にあたる地方の計；＇ (ii，ハ治与Jikn不Ji':，かれら

のJ(IA［司結政策に対する • ifrii'i'.J河ぷ、 上i二経験不足，等

力消，fi〔〉れる。だがこれ人J!I,}jの幹却をj行導する中央の

m得点日仏、片時抗戦におけるj削のji),:);JJの過大評価，し

たが， c農民の役割の過砂川i!liと1,ぺ／,jg偏向に落入っ

ていたので、ある（これについては次にふれる）。中央のこ

のあやまりは一‘部の地方で一層拡大され，ところによっ

82 

てはった牧1£制ボ制限されてしま ／こ；＇.:I"っそ内fこめ農民

i t、｝山.＋が I:!也贈与，売却，分京そのi¥ilv＞手段土使って

;J、；？のi白円J，ハH避をはかるのをたf¥J.,ナゴ t',17pはなか

’＇.） 1.ιL円で」？？る。

チュオン・チンによれば、（円33），党がこのようなあやま

りに気付いたのはやっと1952年になってからであった。

3. 「大衆発動」政策への転換

抗戦6周年にあたる1952年12月191:l，ホー・チ・ミン

i i,'i', it "J'J{ . Ji，士・幹部に向けごアヒ・－／lを発した。そ

のq，乙かれは従来の土地政策の実出がきわめて不十分

Jたことを公式にはじめて官めたc

われ，＇＇）＇］（＇） 欠陥の一つは， 1［士）(Jがcj'.. , .): J'Jf、／i）に発表

した廿也氏メ.（fを正しく実施していたいことでふる。わが

問胞の90%近くは農民である。人民箪・地方部隊兵士・遊

撃民兵の90%以上は農民である。税金を納め，勤労奉仕

に出かけるのも大部分は農民である。農民間胞は抗戦に

最も賞献しており，祖国のために最も犠牲を払っている。

L可〉！？いわら；土また最も貧しい人々 でもあ〆3。それはか

れ人がIjJ ti:.土地をもたないかれ －c：＇ふ3。庶民の正当な

l/d1Jでかよ川、作料・利子率のヲITけがL/j• ；：，，、く実施さ

れてL、ない〉 これは非常に不公、Ft.r4J:i@cふふ」（出4）。

そr_・c;,Ht はこのような不公Tな事態士角川il，農民

のIE（！＼な権利をまもるために，党・政府・統一戦線が1953

年より小作料引下げ，利子率引下げの徹底的実施に農民

大衆の動員を開始する決意であることを明らかにした。

それから 1カ月後の1953年 1月末の労働党中央委員会

第4間会議も従来の党の農村路線を自己批判すると同時

；ニ‘ 1<1：－，：，：ド「〕上F点工作のーっとしご士Jilill:dtl，なかんず

< Fト1111・干；j了率引下げ政策の＇；°，： r:"'t ＇~， 1 のために農民大

来合言＇1f-tlらことを決議した。

この会l設の，d論内容に関するfiHはなL、が、伎にチュ

オン・チンが発表した論文などから推測すると，その席

t指摘された従来の路線のあやまりとは，まず第 1に，

抗戦における愛国地主の役割と立場を過大に評価しすぎ

たこと，そしてその反対に，人口の90%を占める農民の

役割と力t訟を過小に評価したこと，第2に，その結巣と

、 lご： LJ也1i•i:i誌を実施する際地主tコJ /-,:, >'l i!l立屯視しす

三、；l:H(i1・11_1.の権利のために｛／七九世ζ〉とL、日側面iを

粁 rl!L1 Eた正いう点であった工うであるl汁：，;i,0

とこ 7;，町、がる自己主畔ljとそれに／，！c< Hじゃ川崎必要

たら＇.＿ ,i, t.: J~! u1は何か。それは抗戦(l)j!'./'1／，をj汁、ては考

えられない。ちH寺，抗戦はようやく決定的段階，すなわ

ちベトナム軍の総反撃の段階にさしかかヮていた。その
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料出E’m ＂＜，出 些 聖 一

ためホ、 ．チ・ミ Lのさ主の引月！の中にtふ斗よ －） ；土、

Ji，力・労働力のとlo裂な供給源として，また食料生践の軒l

L、手と 1ての長1([11'1/級へのり誌は iーをと労lt ＇て U、たの

である。

したが iてこの抗戦の建滑に応f笥総f:,ぴy’i’nltriJ：＇：せ

るためには，農代の力軍：の不断のが！見 方ミれらの生，，r,条

件の改？をが何にもまして必裂となっていた。そしてそれ

には従来の上う tr部分的己主!1', -J－，＼：~況の f})\l!j；こは京川ι ＇11

ti役割をはたしたーーでは，もはや不十分であったので
C -• ,v，匂。

一方，地主陣営の中には抗戦が長期化し，情勢闘難に

なるに／人！lて敗：t十三降主誌が校をはり始め円、た。仁、11:t

はそれん利用しーζ地主にりする働t:／，ミけを封d七してL、之

が，とくにこの段階では，かれらは自由民の地主陣営の

小にスノ； f基地・！ど動車JU:!'c1I", 作る 1こ，1,組織的ts.支ti}，：治

めていた。かくして地主階級は抗戦i遂行上の主要な障需

となったのであるc

しかしかかる政策転換も，もし農民が初期のように依

常正し亡j自主のtt:符下にあ〉たなら；て不可能？あった九

うο だが抗戦とし、う激動の,i，で6』 7年も L土れ， 「三と

数年間の地主に対する闘争（それは主だ組織的なもので

はなか，， Iとが）の中で徐々に鍛え人れた農民はもはやが

っての農民ではなかった。かれらはようやく自己の価値

に｜！党仇政府内「大衆発言IJJのおノれに不満を示十（王

どまでに成長をとげていたのである。

1月の労働党'i"k委員会会議にt.¥'_'.:, 2 I I ／；，ら 3I]に

かけて人民議会常務委員会とりエンへト（へトナムj（技

連作戦線）（注36）幹事会の合同会議が開かれた。同会議は

党の決議にそった1'!iLい u也政策に，－：，i,,、てトミHLt二～そ

の結果生まれたのが4月12日公布の《士地政策条令》（「資

料川〕参照1でふる。

新法令は従来公布された土地政策関係の諸法令のすべ

てにとハぐ代わるものであ円，内計約にと： i二日新Lい

のは以下の／Xであ己。第 1に，小｛午料引下げに関し1,)49

年7月刊小作料引下げ令）） 0布日〕主で逝1及させ，これ

n後地主が不法tと徴収した分を返y;主主せるこ正にLl~ こ

と，第 2に，従来「一時的」という条件付きであった裏

切行・ブご;i＞ス人所有地のう士配の結果を最終的なも（＇） ,,, 

したこと〔ただし農民がその結果に満足している場介の

,7;. ）.第：iに‘村；＇存 JJ、有地：1,11皮aを廃11.（地主力て1片有しとL、

た:Jl.;有地i土没収） L，すべての共和也を農J＇（に最終的 i二

分西日することにしたこと，第4に，法令の実施を農会に

まかせたこ去。守） 4の点仁ついてr，司令第36）ミは次のより

iこい円、 「本（？の実施を士かされる正式の機関t士%？存・

村の幾民会議，各級の農民代表者会議，幾会執行委員会

ヴあ7,lっこれは良民の「大衆発動jを；11ザt'J』こ保；Ji：＇.＿＿た

ものにほかならない。

《土地政策条令》の公布とあいM後してラ《農村階級所

l科学l定条令》， llt日lj人氏法廷設ill；，》，《；主犯j也主f1_1l同令》

など「大衆発動」に関連する法令が制定された。

こう Lて195:3午 4Jj i川手ベト円、におけら反封主任［i¥;,J争

は全く新しい段階を迎えることになったのである。

( i 1 ) Truong Chinh, Th, Aug11sl Revol11tw11, 

2nd.配l吋 Hanoi,Foreign Languages Publishing Hou-

se, Jtlti'.I, p. (11. （アジザ・アフ＇ I力研究的判『資料ペト

ナム附 lj(史』市 1巻 ）J’州旬報千I1970 ;f :,42ベ－ c,＇。）

(ll 2) Trばb’ngChinh, Khang chien nha't dfnh 

thlf11』JlqスinIan thu bay, I I白nQi.抗＼1・th争仁 1967

tr. 26. （同上自 447ページ。〉

(, I ：，〕可οNhan Tri, Crnissanc,・ i'co1101111que 

de la Republique Demoげ ＇atique du Vietnam (194.5-

196,,,, I lanoi、Fditions en languc'S岳tranger田『 1%7,

p.110. 

〔i't4) J1cmopuH Bbem1-ta.Ma B 1-toBeawee Bpe1,rn 

(1911 I少65),J¥1DCKB日， HayKa、lり70,np. 224 

〔社 5〕 Ma3aee, A. r., Azpap1-taH perpop.Ma B 

JJe.,11ogpamu町 c,cou l'ecny6.w 1ie B1》CIIZHU.M, .'vloc-

KB8，日3,11,-BO,BOCTO'IHO品耳目TepaTypb!,1959, CTp. 

58. 

(iJ. 6) 《へトミン柿，,]ii(》か乙 ，＿）他 1:11'：政策 J JI n 
として掲け、ていたのは， 「1エ仏'li'iD-』主義者および聖書切

おしっかト11.tJ?j'cJ日JI立と， l Jj司有ι！i ＼－、 L' 1'1', 公 JIMの

｜斗分配セある。これらについては独立凶後に政府がと

くにハ 'tを久市したJI;:,,,::,j:な、 iι 大＂i:, 革命）！J,! O) 

,•/;j 拘の中で実施に移されたという。（Vi¢nKinh Te', 

Caci, 11/Qng r11/ng iir7t d’Vift λTam, Ha-n(li、Khoa

h9c xii h9i, 1 %8, tr. :i7.) 

en 1〕 M家利学!53民会経済研究院制『，l!sl判経済

1945 1960.』日 1i｛世日）I識品11z,j_ 191,2 ;i 50、ージ。

（これは下記文献ω率以。 Vi¢nKinh Te', Kiuh te' 

Vift-11a111, l!I.J., 1961人 Ihi.-n9i. 討＼fth(t. 1960.) 

Cit 8) Chesneaux, Jean, Contribution a l' his-

t仇円 dr'la natioπ vietnamierme, Paris，主ditions

soci:, l t's, 195fi.ド.240. ( i＂藤九立花』 1：；＿；屯共訳「 I 

ナム民族形成史』理論社 1970年 169ベージ。〉

Ci」円） ]/,id., p. 240. （刻＼fi,i: 169＇、ージ。〉

83 
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〈注10) Le Chau, Viet Nam socialiste; une eco・

nomie de transition, Paris, Maspero, 1966, p. 111. 

（注目） Two years' achievement of the Viet-

Nam Nationalist governcment, Paris, 1947, p. 9. 

( i 112) Ibid., p. 9. 

0113) f友会昇一『勝利n11 t --'J Y,r評論社 1955

司令 194-196ベージ。

心U4〕 レオ・フィゲーノレ ;,i,:, :I'子J・; ,'<'.::L{i:ぷ『白 1!1ヴ

イ品トナム訪問記』 青銅社 1952Ip 35-36ページ。

〔注目） 同会議の決滋は次のようにのべている。

「人民をして熱烈に抗戦lこ参加させ，抗戦政府を擁護

させようと坦むならば，人民の生問i致活：を？とくにIJ'i：宅地

しなければならない。人民が貸しいと敵に出品されや

すしまた懐疑的になったり，店、λi;';,tしやすいj。

(Vi(・n Kinh Te', Kinh te γi('t－入ramtu’Cdch 

m仰1gthdng Tam den ldl{ing chit11 th11ng l</i (1945-

1954), H必n宇i,Khoa h9c, 1%6, tr. 120.) 

（出16) Vi岳nKi出 Te',Cdch mqng ru(Jng <fa't・ 

tr. 59日 60.

（注17) 党の決定（1948年 1月〉から政府の法令公

布（1949年7月以降）までに lfド半も経過しているが，

これは党が汚時公然活動の白からしりぞいていたこと

と問泌するかもしれなL、。 1945;1二11n ，・，インドシナ共

Jic'i'/:n「解散jがあくまで；J」在jL，＇，ことであったこと

はミの後も中央委員会会誌が！万；台I'リ I_ • L、るという事

':Jiかんも切らかである。 I1J・ i •：ノ九、 心夫1uJきfこは

r,,J党は存在しなかったのでんり， ; f二がって党の決定

が政府の法令として結実するまでには周到な準備とい

くつかのステップを要したであろう。同党が公然的活

動を再開するのは1951年 2月からである。

〈注目〉 抗戦の初期にはベトミン（ベトナム独立同

盟）とリエンベト（ベトナム悶民迷介会〉の二つの抗

仏I波紋が併存していた。 iJ'.i-,Y,I!: i > Jナ共産党を中

牧とする戦協的な組織であけ，｛長「；；t 1li：者に加わらな

い府，すなわち地主，民民ノ／［ ',; " f ンー，インテリ

ゲンヲア等を幅広く糾合！ t二組織＝払－， t.ニ。 1951年 3

月にこの二つの組織は合併し，名1奇をリエンベト（ベ

トナム民族連合戦線）とした。

（注19) Vi寺nKinh Te', Cach mqng ru(Jng alJ-'t 

・, tr. 63-64. 

（注20〕 イヴ・アンリーによれば， 1930年現在の土

地所j，去の所有規模部分：／Jjl立トJ、J、；11}•）。
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（単位：人）

。四5ヘグターノレ： 5-50へ!1!1, －）レl50ヘFトノレ以上

17,500 180 

646,700 8. :IC>J 
+ / ' 

( J-＇／ ブ） 183,.000 i 白，75()

50 

n.:mo 

,11.1打） Hen円， Yv田， Economie叫日円，－，イピ de /'Indοchine, 
TLrnoi, l'X,2, p.212. 

〔， t 2]) 午J命前には小作料は：t,:!{!1'v.〕50～70%の問

であった。（VoNl 

（注22) 耳L命前のノ；クボを例にとると， i託；担il(Jiド，

f主大限 2～3年）貸付けの利子E巨は1000ピγ7,トノレを

砲tえる主ぞ付けの場合月 2～3%, 500～1000ピプスト

ノレの貸付けの場合月 4～ 5%,500ピアノレストノレ以下の

; i, ti～JO%であった。きわめ； ＼vltJ〔tl:11小、し最

川口 1～ 2-/3月〕の貸付け利子千：l二IJ 15～出。ら：こも逢

：。 (Ilcnry, ob. cit., pp. 38-:39.) 

〔，L2:l) 19:10年現在のフランス人卜J＇＇－＇可 iI 1 .'; 況は下

• 'j_¥j I) o 

（）韓位：ヘクターノレ）

I :i地所有合計 l 水 IU I ゴ ム 焼 附

パクボ｜ 134,400 

チ込 γ ポ｜ I6s,4oo I 2.soo I L874 

寸 J 戸 I 600,soo : 2日，i仰 I !l7 .so4 

{, 口1 909,300 I 加州 99 678 

,.,!・J¥J ・1ran !'hong, "La 尚form，・晴γ九肝，＂ f:tud，ヌ viet-
;uu;zicnncs, No. 7 (196の， p.151. 

じ121) 村溶共有地は1930年現4七三50万9000ヘクタ

ーノレあった。その地域別分布は，バタポ24万ヘクター

ノレ（水日間積の20%），チュンボ20万ヘクタール（水田

間積の 25%），ナンボ 7万ヘクターノレ（水聞出積の

3%）。 （Annuairestatistique de l' lndochine, 1931-

1タ32,Hanoi, 1933, p. 195.よりうI.J;,。）

(it25) Vi母nKinh Te’， Cdch mqng ruqng alit 

, tr. 61. 

〔i12G) 《高利引下げ令》にい剖則規定が設，tられ

口、るか，これは新規の貸付けに閲するも .＇！ とあり，

｜日負債に関する債権者の違反を規定したものではな

いようである。

（注'2:7) Chesneaux, op. cit., p. 298. （邦訳議 201 

ベージ。〉

（注28）《ベトナム労働党政治綱領》も次のように

「系統的にこれらの改革 CH＇什l,;・1 F :r，高利

JI干げ守〉を実行するためには，＊）が党は必ず農民大
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衆を組織し，その自覚をうながし， ’歩一歩農民運動

を指導しなければならないJ（『資料ベトナム解放史』

総 1巻 512ページ。〕

( /l:29〕 淡業税の導入にあたってlt，中央か「d特別

に教育’士受けた地方の幹部が農村を訪れ，その必要性

と公平さをM＼＇.に芦E島？させることに努めた。また同時

に各郎1務（）） ,l里会の幹部を昔、めて品！枕の仕方・徴税の技

術を習得させた0 -JJ農業税をテーマにして芝田や民

請ができ，その合理性を穴伝した。そしてそれが宍胞

に移されるときには，新聞が毎日宣伝を行ない，村の

人日のつくような場所には各績のスローガンが見1，り出

された。中学校以との学校は休暇となり，教H・ 生徒

は帰郷して農業税の実施に協力した。

（安芸前掲吉 181ー 182ページ。）

（：主30) 1951年11月29口約『ニャン・ザン』も小作

料引下げ・利子率引下げが徹底的に行なわれていない

原闘の第 1に，党・政府の政策が農民大衆の中に浸透し

ていないことを挙げている。（Cugc品dngchien than 

thdnh cua nhan dan Vi~t Nam, T$p 3, Ha-n(>i, 

1960, tr. 149.) 

（注31) U Cha1l, op. cit., p. 112目

（注32) Tru・6'ngChinh, Tien Zen du悦 ldco' cua 

Dang!, Ha-n(>i, S1,1' thi).t, 1963, tr. 84. 

（注33〕 Tru’0・ngChinh, Tien Zen .. ・, tr. 88. 

（注34) Ho Chi Minh, Tuyen tijp, Ha-n(>i, Sザ

th車t,1960, tr. 437-438. 

（注35〕 Trげ6・ngChinh, Tien Zen・’・， tr. 87 88. 

千ュオン・チンによれば，小fr料引下げの大衆発動は

《小作料引下げ令》が公布された 1949年7月かんでラ

たはずであるという。

（注36〕 （注18）参照。

II 土地政策関係法令の紹介

ここでは1949～1952年に公布された一連の法令を第3

関の区分に従って整理し，それぞれの簡単な内容紹介と

問題点の指摘を行なれ

1. 地主の搾取制限を目的とした法令

(1) 《小作料引下げ令》（主席令第78号， 1949年7月14

日公布）（〔資料4〕参照〕

この法令はまず第1条で「1945年8月19日現在の小作

料を25%引下げること」を規定している。これは1945年

11月20日付の内務部回章を再確認したものである。次に

第2条は，小作料引下げに関する地主と小作人間の紛争

解決のため省段階に小作料引下げ委員会（h(>idong gi-

am tO）を設置することを定めている。この委員会の権

限にはいる事項は上記の紛争の解決のほか，天災や軍事

行動の被害者の小作料減額願いの採否決定，引下げ率が

25%では高すぎるかあるいは低すぎるという特殊な場合

の引下げ率決定であるo委員会の決定は第2級裁判所の

判決と同等の効力を有する。

《ノト作料引下げ令》の内容は以上につきるが，政府はさ

らにこの法令公布日から数日後の法令で以下の点を補足

した。すなわち，人民軍兵士や政府機関職員が貸出して

いる土地が3マウを越えない場合は小作料引下げの対象

外とすること（注1），小作料は収穫物の3分の 1を越えて

はならないこと，労役・贈物等の追加的負担は撤廃する

こと，小作料の中に役畜・農具・種子等の賃貸料を含め

ではならないこと（注2），日本軍の米徴発の際に地主が行

なった小作料引上げは無効とすること（注3）。

ところで同令が小作料引下げ委員会の設置を定めたこ

とは確かに従来に比べれば進歩であり，政府の積極的な

姿勢を示したものと評価できる。だがこの委員会はあく

まで紛争処理的な性格をおびたものにすぎず，法令実施

の推進ないしその監督機関ではなかった。しかも実際に

紛争の生じる末端の村ではなく，それよりも上級の省段

階にしか設けられなかった。また，《小作料引下げ令》は

法令違反者に対する処罰規定を欠いていた。このような

理由のために小作料の引下げが法令通りに実施されると

いう保証はなかったのである。

1950年2月になって村段階にも小作料引下げ委員会

(ban giam t6 xii）が設置されることになったが，この委

員会も法令の実施に関して特別の権限を与えられたわけ

ではなかったようである。

(2）《高利引下げ令》（主席令第89号， 1950年5月22日公

布〉（〔資料8〕参照）

この法令は高幸I］引下げばかりでなく，農民の負債の棒

引きやその支払い延期等についても規定している。

まず第2条は，法令公布前の！日負債に対する利子率の

上限を金銭債務の場合年率18%まで，現物債務の場合年

率20%（すなわち 1シーズン10%〕まで引下げた。

次に第3条は以下の範ちゅうの負債の棒引きを定めて

いる。すでに支払われた利子の合計が負債総額の2倍に

達している負債，民族裏切者に対して負う負債，職務遂

行中に死亡ないし殺害された兵士・幹部の負債。 8月革

命前の農民の負債。

また同令は，被占領区の住民に対して負う負債，軍役

8ラ
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に.1lfHl5＇ドの無産の兵士の負 fi'f，夫？たおにび単事行動の被

Yi r'Tの負債の支払い延．期を認めぐL、＜） C 

ごの主うに《高利号lド，r介：；＞ f士；主として｜司令公布前の

｜日負務からくる農民の負担の将減をねらL，、としている。

そして新規の貸付けに関しては，ただ；綾利計算の貸付け

す禁止，欺目前的あるいは投機的手段をろうして債務者を搾

取することの禁止をかかげているのみである。これはも

し政府が新規の貸付けの利子率を一方的に（氏く抑えた場

, ，•：：；干lj貸が農民に対する金融をペ3めと L まう恐れがあ

＇！~！！ ・らである（性心。政府は 1tJ4,r手ど J J；二変立した生産

融資J,,1 (Nha Tin 【1日開吋nxui¥'t）やI9cil年に設立した

｜可立fJffiを通じて農民に低利か／】h：.！均！の同11：資をはかつた

が，抗戦最中のことであり， T，と k,1 I令 ＼jな資金的余裕

があるはずはなかった。そこで農民に生滋を維持させる

ためには地主と人格的に一致十る村の高利貸にある程度

依存せざるをえなかったのである。

なお，同令第7条は「債務者に関する係争および本令

理問弁に関する」件は裁判所の海併の手続きを通じて審

flHするjE違反者に対する処；；1抗生士川口己！ているが，か

かる！、日定は前掲の《小作料引下ーパ？？、や次hこのべる初、作

条（りにはみあたらない。ただし三.／L；土告i：見の貸付けに

！悶ずど1規定のようであり， IIH'di'iには十；：，1系争は小作料

引下げ・利子率引下げ委員会の解決に委ねるとしている。

(3）川、作条令／） 〔主席令第削号， 1950年 5月22日公布）

〔［資料9〕参照〕

この法令は 3章に分れる。

まず第l章は地主・小作人の双方がまもるべき基本事

J}'i 1:: Lて，転貸・転借の禁IL’，J、f1期保全 3年以上とす

るごと、契約書！？；戎・登録の義務なとそ予；Tている。

i欠にcfi2 章は，］、作人の権干IJ~i栄町 1－るとめの条項より

成〉ており，以下のようなことがとめてL、る。地主には

（｛愛述の場合を除き〉原則として土地返還請求権がない

こと，地主が契約期限満了後もその土地の貸出しを継続

する場合，も Eの小fr人に小作優先権があること，地主

が小作地を売却するときにはもとの小作人に先買権があ

ること，天災や敵による破壊のため収穫物の50%が失わ

れとl;!J{;-, I年の契約期限延長が”れヘられ泣こと等。

主jこ第3章i土地主が小ftlむのilk；：；；士！！古求できる条件を

m定Lている。それは小作人が伝H:1土！！の規定を破った

｜坊｛，－，宅約通りに小作料をWlめなL、場九！昔受けた土地

合耕作せず放置したり，港町り也｝だの｛与し？をおこたってい

る場合だけに限られる。

以上のようにこの法令は小作権の安定を目的とした尚i
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則的l人iHen Lのであったが，その適用の通れで生ずる紛

争内fir干決をI託干：の小作料引下げ委ti会にを）1うのみで，

＇！よ %ti;'.；~↑千十弓機関をとくに設置し たが｝た。土た違反

/tiι 土Jする面illlJ規定もなかった。しt::.iJ：》て tト11料引下

げの場合と問様，地主がこれらの条項を遵守するか否か

はも 4 ぱら地主と小作人の力関係に依存することになっ

たのである。

2, 土地の嬢収・分配に関する法令

11, Ji.'.11、実LJJ者・フランス入所有地；二間して

1<1/{;1:ミヒJ]ti-およびフランス人右官民千斤の土地につし、ては

l'l I片：ff)j小 i二問かれた第4回党中央委司会幹郎会が以下

口けJ なlU！二11'.Jな取扱い方針を決定Lた.i!S' ,J、裁判に

i：＇：十人.h/f界を宣告された裏切者のUUi：土i'tJI/l 、抗戦

行政委員会が農民に分配する，！な蜂起の際に殺害された

裏切者が所有していて，現在各種間体が使用している土

地ば人民政権に移管する，③政府はブランス人のプラン

チーションを－時的に管理する，④以前フランス人地主

が人民から強奪したことが明らかな土地はもとの所有者

に辺；－：,1-1-：、 長l各フ。ランテーシヨ v に（ 11,1;、j、たは省〉行

「t:fsii会代交 l名，農業部代表 1f,, ・J、f1了人1＼支 3名か

.¥ 'c .;:, 1¥'Ji!1妻li会を設置する。

194'.lij 7～出月に，政府はこの党の方針；こ沿い，しか

もそれを…層進めた，合理的な土地使用規則を定めた。

ます£民族裏切者の所有地については《民族裏切者所有

地没収令》 cc資料3〕参照）でその没収が正式に決った。

そしてこの法令を補足した内務部・農業部・法務部・財

務部の4部合同回章（〔資料6〕参照）によって没収地

内勺rGL＇.羽 IJI；が定められた。一方旧つごう〉え人所有池の処

fゾパIJJにJ 入、てもやはり 4部合1,,J[ii]{,'i「資1ヰ7＇参照）

が，＇Ii¥/vC＇.引。しかしこれら二J 吋）汁同日中ーはその適

用J〕吋匁地わりテゴリーを異にLてL、ろ,c,¥2三川とすれ

ば，内谷的に全く同じである。そこで以下まとめて内容

を紹介する。

ます三没収地を（1）未墾地，（到経済作物・果樹栽培地，牧

草地，（3）稲およびその他の食用作物栽培地の三つに区分

する。そして第 1区分の土地は国家の土地フォンドに含

内、や， 2 I大＇，｝ c＇）土地は一部を国営長 1坊主たは民事式験場

；ご，l;iJ、＇：亡、代りを協同組合に賃貸 Lする。 i'i'i:l I－＜：分の土

地l土 n－~に 昨的に分配し，利用させる。

初日「可分の土地の分配に際しては．その土地をこれま

で料l1Lてき三小作人・農業労働行に第 li立の優先権を

付与する。もしその中に戦傷者，戦没兵士の遺族，人民

策・地方軍の兵土の家族，などがいれば，かれらにはさ
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んに優先Htをソえら心この規定はL、う三でtな；J,t戦？j,

b日者の士気高川をねらったものであるz

次に，分配される土地の規模であるが，これは各世帯の

15歳以上の家扶員数に上仁科1JさLr, 1人山りの最尚「艮度ギ

ベクォ，チ ι ンぷでは0.ら〆＼クケ－＇ l, :U也がlHJJ,'1'Jfこ白

川に自「在ナるナンボでは 1ヘクタールとする｝後の《七

地改革法》の場合と異なり，土地分配の方式として労働

力比例制を採HJしたのは生産泊強主主草刈しf二／〉れ？あン

ソ。

土地の分配を受けた農民はまず5年間それを使用する

権利を有十る治則。この期限は政府の決定によりさらに

延長Lう心。他方， J｝ミ民はその土地を I¥IP~＇ 併fi iる詩

的， j血程および収穫が？のJO%にあたる山被批判｝JIJH／＿をJJt

物で納入す“る義務を有する。

実際に土地収用・分配の作業にあたるのは谷省に設蹴

主れゐ省土地分配委は会とある。~の会員会ジ〉｛乍殺を1ft'.

j住し、補fιすんfこめ行分自己対G京地の所約一］釦こらそ r；しそ＇＇；／ L 

l：員h分配委員会を設霞する。されらの委員会にはいまま

でそこで働ャていた小作人・労働者や土地の分配を交け

ゐ予定者の代表も参切する。

(2）村撚共有地 L公回・公りのI写う月己；l二日qしご

19:in年の統計iこよろと，ベトナム全土には合μ十約50万

ヘクタールの村溶共有地があり，とくにパクボでは耕地

の20%，チュンボでは耕地の25%立占Vてャfこ0 .＿：：＿れケ

の土地は村の全メンベーじよ J て利用されあ／こて仁えと

なっといよこが， iう際には地主力てその最良邦分考独ιしザ

いた。農民が共有地を利用する場合には共同体に地代を

支払わなければならないiニとιあった。

19,J l年の《パトミン縞以》は共HJ也の之官な再；）配＇：：

約束しており，花月 1J','.i旨fJ、後それが部分的にJI施~ル？で》

しかしその際とくに規？告を設けたわけではなかったの

で，分配の結果はまちまちで少なからぬ欠陥がみられた。

たとえば，婦人に対1て分けi、if：をJjえf；い，地方1）ブ i

L ドに多くのこ上j也を主わLすぎる， j也3・・宮慢の士地セ

阻を完全には除去できなかった，等であるC/t7）。

政府は1950年3月にようやく暫定的に村落共有地再分

配規HI］〔内務部川i章1をおI］定した。こび）l莞員lj；ニよ i）共Yi令

地の分配tこ際しごi主婦人t男子とミ11.等のn訴IJ全保げされ，

ることになった他的。そしてこの点はさらに1952年 5月

5日公布の《公国公土暫定給付条仕》悦リ iによって確；g

主れた。トj令の：i12条はいう、 「共同｛－j：、わ氷en・二I：地｛t

16歳以上の男女に分配すぐ：，・・・！β歳未満の孤児は大人の分

け前の3分の 1を受ける権利を有する」。これは長い共

同（；t，歴史上山i期的なは定であ「／こ。ただしこどで一つ注

意しなければならないのは，土地の分け前に与る場合の

条件はただ16歳以上の年討に達してヤる4とど；7であっ

‘モの中には地主 l，含主れるということである。

’公'il公上暫定治付令》はそのtまか，夕刊1己は什Wl立あ

るいは県単位（その方がより公平な分配が期待される場

合）で行なうこと， l人当りの最高限度を0.5ヘクターノし

と1るこ左、他の－j<kの；J;{tにおけるといす様IIi軍ノに戦

t.e:r，，土ω遺！凡人民常兵土士優凶すらこと．すなわちか

れらには他の者よりも｝貨のよい公団を分配し，また公田

が不足し，十べての農民の婆求を満足でさない村ごも，

かれらには促先1'1'1；乙行配すること，荒蕪地は｜司有地とす

る土と．分i~己作比こあえる機関として公出公土分間委員

会をl没置すること，土地の分配を受けた者はその20%ま

でを共同体のために幸1H乍しなければならないふとた立を

定川、ているο

たお竺の法令の適用範聞は，村落共有地の多いチュン

ボ，パクボだけである。

(3) 被占領区への逃亡地--1の所有地，行方不l月の地主

のけi有 l也に｜弘｜しこ

どれ，－－，の土地の処7唱について；立1950年 2月12日公布主

席令第85サ（出10）が次のように定めた。

まず当該地をその所有者が被占領区に盾住することが

確必されている？ハそhとも行一方不明であるかの違U、によ

っに二J 、に分け’J そして泊者の場介には政lfr；こ地rnと

収穫物の10%に当る小作料を納入させるという条件で，

またf走者の場合は通1沖；の小｛＇＼：料を納入させるという条件

で、それぞれ耕れし lコ、る貧農に一時的tこ交付するc

Lかし地；1は所有れ，＇.：まだ失たわけで iまたく， tし

後にもどってくれば当然その土地の返還を受ける権利を

有するし，また不在中に政府が管理・運用していた小作料

のハ部ないし全世i；を取侍でさるc たどこの条項の辿Iiiを

受；「る資格のあJのい？、在中に航に協力しなか，、た竺と

が判明した者だけであり，敵に協力した裏切者はその所

有地を没収される。この規定は地主陣営に動揺を与え，

その分l析をじかミとu、行政治的：リ果tも一 Jこ（／111）。

4 ii'－~蕪j也の分配t二時して

抗戦時期には広大な地主所有地が耕作されず放棄され

た。

政府はこれらの遊休地を1J効；二使 r ヲてttしν設民の土

地て、足状態士多，t,，とも怜和L，あわせてfl_産増太をはか

るt・：めに1950年 5月25日に《荒蕪地使用規則j》（主席令

第90号） (fl:12）を公布した。
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それによれば，過去5年間正当な理由なくして放楽さ

れている土地および1950年末まで仁林作が再開されない

上地は没収し，国有化する。ただし，以前経済作物が栽

熔容れていた土地とその所有者が抗戦参加のかめ耕作で

ぎず放棄し亡いる土地には、この法令i土適Ill＼｝.もない。

没収した土地は10年を期限として農民に分配し一時的

に使用させる。分間1＼？を受けた良民除去初の日午潤免nの

特典を享受する。一方，宮裕な地主が耕作を放棄してい

たt'.l分の所{r地の耕作を再ll!J(1950年末までに）してれ

f和党されない。

一方，耕作放棄期間が5年米満のこと地の所有者は直ち

に桃作にB子しなければ也なじない。違反者村人民軍1、1

くはその他の者にその土地を貸さなければならない。

以上みたように，土地分配・再分西日関係の法令には抗

戦時期の特徐事情を考慮した条項が多数含主れているハ

それらをとこでもう一度くり返せば，抗戦参加者に対す

芯優遇措置，裏切地主以外の地主f'.'..J.jする配慮，土地方

杷県準と Lて労働力比例方えを採用したこど，など？あ

',,) 0 

Lかし他方，土地？？配をあ〈まで「一時（J'.JJであ三〉ど

したこと，また荒蕪地や経済作物栽培地を分担の対象か

らはずして土地の無条件の細分化を1；与いだ三となどをな

れば，とれらが将来の土地改革までの，さらには協同化

までの過滅的措置として考えられたものであ／〕たことは

明人かである。

3. その他の法令

11) 《臨時農業向条令》（主席令第1:1号， JClfi1年5月1

日公布）（注13)

持月革命以後人質脱が廃If：されたので，政府の主要な

財政収入源となったのは地租であった。との地租は｛；，.納

で‘ 1947年にはパクボで 17ウ当り20ドン，チユンボで

川｜、ンであった。

1950年5月の政令はこの地租を金納から物納にかえ，

同時に累進課税制度を導入Lて，和平を収確約の 30らか

ら20%に定めた。

きらに1%1年になって政府l土居＇ii財政の強化のー誌と

して税制の大々的な改革を行ない，従来の地租およびそ

の他農民か九徴収す芯税をすべて府止し，新たに単一典

7主将1を導入Yrた。それを定めたのが庁臨時点’免税条；子＼＇：

である。

.lJ聖業税山見物でi吸収される累進干見守，この点は19f,l){f

以後の地租と同じであるが，税率の上限と下限の幅l土地
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租の場合よりはるかに大きく，最低6% ( 1人当りのも

み収入が6］～75キログラムの世帯〕がら最高45%( 1人

当りのもみ収入が1796キログラムを越える世帯）である。

1人当わのもみ収入が601iログラム）＇／.下の ID：帯は免税の

対象となる。

農業税の特徴はこのような累進税率に加えて，さらに

経注形態可IJにそれぞれ異な、た収入資定率を適用 L. ，ト

作人に有利にそして地主に不利にしたことである。ナな

わ；：，，］、fjl;'tの実収入 100キログラムは税表とでは7：，キロ

グラムに査定され，自作撲の実収入100キログラムはその

k主100ゴログヲムに査Aどされるが、地主の収入社2:"i＇治

川増しLて評価主h, 1伽キログヲムが12：－；干ログヲ J、；こ

査定されるのである。

農業fi;!,l円導入はもともと税制簡目品化によ F ，て米徴収を

確実にナることを問的としたものであったが，その際地

主iこきびしい負担を課すことによ r、て（注14・かれらの経済

力に打撃を与える有効な手段となづた。この農業税が地

t:，こ与えた影響力丸、かに大きかったがは，それの導入後

かれらtこ工る土地五却・ Iii')ふ等がお、増したこ二とをみれiま

明らかであろう（これについては後述〉。

（注 lJ Fall, Bernard, Le Viet-Minh, 1945 /.960, 

Paris, Armand Colin, 1960, pp. 266-267. 

(i':l 2 ) M113aee, ob. cit., CTp. 59. 

(ii: 3) Vi母nKinh Tt'.¥', Kinh te’Vift Nam tu’ 

Ca.ch mαng・・・ , tr. 1 ：，片

（注4〕 1951半11月29臼付 rニャン・ザ γ』紙が次

のよ rに伝えていることが逆に竺のことを裏付けてい

るJc;, ＜の地 ｝＿； ：一《t:j fll引下げ令》公千円以後の新 I.｛の

貸付けに対しても利子皐を引下げようとはかつている

fこめ，ゲ村の：tci.il:に多 rレh困難う：，1，じているJ。（Cuqc

khdng chien than thdnh回一， T争P3, tr. 149.) 

Ct 5) Vi丘nKinh T~'. Cdch mrp,g 1・uqng dat 

, tr. 60-61. 

en= 6〕 1952年になってこの期限は10年に延長され

fニ。（.＼'ia3aee，。b.cit., CTP-58) 

（注 7〕 Vi争nKinh T~ ', Cdch mqng ruqng dlit 

・, tr. 69. 

（注8) Aperfu sur !es institutioπs de la Repu-

bliqzie T>emorratique du Viet入・am,Hanoi, Edition 

en langues邑trangere九 1972,p. 180目

（注 9) この法令のテキストは入手できなかった。

u下ワ行述は， Fall,of>. cit, pp. 272-27:J, Ma3aeIJ, 

ob. cit., CTp. 61. 



　法令の実施状況
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1x1－・ノ）'.j~ ，，：日 l, MaJ江じB ob. cit., crp. 59 

Gill) Vi寺nKinh Te', ( 'd,・h m'.mg nu;n火山2’I.

1r. (;'-) 
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lll 法令の＇}Uj似た礼

1. 《小作料引下げ令？その他の実施状況

政府が法j＇，で定めた 25＇！｛，の小｛HI引 iご：n士l}(T) .f'i＇忠実

行されfこか。この点に関してi土もど工 i、土と京一》たニ子ー

ケは存在Lないr しがLた｝：え；ど，「19らoq-:＞＂~：レ fσ1'1 :11 rξ 

では1日万691δ／＼ケク一ルノモ；j、if一Jと－‘ 1J437; 

rト作：、ト、↓引下iyの，巴i、7色；lこ；斤一Lたj川： j＼，「195＇.？司：；＝；土 j血 c]'<•

プランス人iJi寸fr也人、，，！ 300万ヘケ々ー’Jのう人 1：，ノ1i(i()I)()

ヘケヤーyレの，J、11'料品可，－・，「人れた_J i ＂.，と L、う工うた

断片的な報告はある。そこでこれらか：，Jfi,:itすれば，法

行公布（194911'-7汀）から大衆発動の測をfi:10:,:-,q:: 4 Jl J主

での3年‘j'oの11司に小作料う11マifの対己主どな，，たの；士きわ

めて大ざ J ,dではあるがせいぜい4（）～；，（）！］・＇＂－ ノザダ一九『

すなわち地下・－－：，ヲンス人F可有地の ii分の 1元・，.＇， 7分の

1の程度ということになろう。

地域的にはナンボや第5速区のi'liLJ［丈で相対的に上い

成果がえられた工うである。第日述区では1952年、＇（ if:t

でに257i604・，ウ（12万，t,50ヘヴ々－IL・)7J:,J、作料長号if 

資 料’

:z 5岡 下F引行』なI<',i〔1951>1＇羽子ナ〉

I：ハイイ刊号IJ区
II : ~Iど区
VI '. i'f'; 7 [{ I，ナンボ京古！，） 1 
1111：治 81{（ナンボ中部） ｝ナンボ

E：第 g[,{ （十ン＊I羽部） J 

( 11¥i司i) Vien Kinh Te', Kinh te' V，白人マ即日 11,'

Ca「hlllfl!lj;・' ' t了門戸

げられたo •J!Fifを実行した地主は14万6277人，その受F なれ η た地主力：40%，全くヨトFげ、なかった地主が30り（〉も

益小11：人は29万1719入に遣したド13：，。 いた•＇I: 4）。

ところで刀、上は法令が多少土ふ適用されたと思われる 地主が叫定のネで Fトif料の引ドげを行なわなかった

小作地ii司偵でおり，実際にi土問定通りの不で小lfl'I円引 f,1］門タイピン省の874:l・cウ〔；lH7ヘクターノレ〕を所有す

下げが行なわれた土地は，これ上りもはるかに'i,'Tfv、で る 114人の地主のJ:!I{;-,:ifしい平で引Fげを行なりた者

あろう。た左えば，第九述r＜・有~4 連jζ内のγ；子の11]jj,1r はわずか20人であった。ぬりの者4 は規定通りのヲ｜下け‘を

における調査によれば，法令i湿りにii二しく；J、ff料を引 F、 行なわず、 7干I二の者は11%しか引下げなかった川 5'<, 

げたl!IE下はx(no%にすぎず， i}lfijたが。＇1ftく引ドif パクジ γン省＊、、ソプ・チヱン村の地主29人のう丸引ド
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げを行なった者はわずかに l人であったが，その l人も

規定通りには引下げなかった（it吟 6）。

ゲア L省マンーに／1寸で！］、Jr：人を｛吏吊するi也主・ 1:;J:''.,18

人のうち規定通 iJ25%引下げた者はたゥた2人であゥ

fこ（；ヒ 7）。

も， ＇：：もこれ｛二円ケース三；土反対に．ゴ ：，＂，：，以上のうi下

げが注iぶされた場白もあ f 》に。たとえば， ＿，＿ンボ丙店i＼で

は農民たちはしばしばfiO～自0%の引下げを地主に強制し

たという（註針。

地主l土新しL、情勢tこ適しjι11/1取形態・ fl交を考え／！＼ し

た＇， I9）。

まf二！）t民が陪i[Jf0；識に§＼i：めていなし、r，之階では，｝むi:

は県I~: いこ恩義をはとさせるだけでよか とたとえば，f也

七はすキ千の小作地（通常よい土地）を引上げ， yl;りを農民

に友一ji',J；きただでiむわせるとャろことにl ~ ；；.；く。 1う・L

f呉氏lL,~i、議を感じ，こっそり小作料を約 ！／） 主のでふる J

現物小作料を労働地代にかえるという方法も用いられ

た。これは小作料を収受していないよ弓にJょせる竺とが

できると同時に入手不足全的活でき－：：， ':: ：，、う一礼子二／1;

の利点があった。また地主が農民に 2～3年の期間内に

土地そ「売渡す 三とがあ／托が，これは全車内，jイヤ料の

変形で lあった。なぜなら農iそはこの間引利子を前Jヘいろ

せられたからである。

fをに小作料引下げや農業開政策の適用が進むと l主10¥

－・部の大地主を除く小地主に壬つては土地公小作；二／i¥ j-

よりも人を濯－，て耕作させる方が有利になってきた。そ

してそういう条件の下では地主自身も労働に参加せざる

をえなくなった。 ｛＇，＇干の地訪日）決村調？？によると， jむ＋

世帯の約80%がすでに1952年以前から多少とも労働に参

カ日していたという。

だが地主がやj、fi'i'円i下付；，：，そし C '.i臨時恕な f（~

条令》の適用を回避するために用いたより 舟主的な手段

は所有地の形式的あるいは実質的縮小である。これは土

地の屯Lil(I治的，形式的財産jf川（chiaにじltai tren l1111h 

th古c），目前 ＇J・ (cho），耕作委l託（日iaocanh），「貸与J(c卜o

mu’o'n），等様々な形で盛んに行なわれたCl11）。

まず伝去llであζpが，これは→殺に現・J、11ヘに対してi丁
われた。とくに遠方の土地・ j血味が劣今 u也が対全長；ι泣

ばれた。小作人に購入資金が十分にない場f,には掛売り

や家市・織物等と内七換も行なわれた。；.＇ C;l:iHtl 949 q : 7 I ; 

以降件数ぷ増えたが，とくに1951年のlji 心ミ業税導人1え

ますます盛んになった。そのため地価のF絡が激しく，

革命古iH乙年収I止の ：， ～ IO{f,ーがill場であ J たが， l~Hリ～

90 

1950年頃には年収量の 2-5倍， 1951～1952年にはさら

にその半分ないしそれ以下まで下った。

間与は1同 l年以降かなり一般的となった所有地縮小方

足、びあった。 J，~初は地主；土主として近親者に噌与ーした。

しかし後に情勢がきびしくなると親威であれば相手かま

わずに贈与 Lた。この手段iままた地主力t（日悪をl{t蔽し，

良氏を買収十て）ためにi用いられたコ

「貸与」や耕a作委託は地主が所有権を手離さないで所

f I 

初J耳~の段階でn なわれた t ので，この場合に；土地主はい

ろいろな形態で小作料を収受していた。後者においては

地！はもはや小作料の収誌をを行な－，ていないc 民民はそ

の士地の使J引収益権を i,ち町税を納める。地主が，政府

の土地政策の動向をうかがい，まだ土地売却にふみ切れ

t，いでいる内ミ号、土地の売手が多くて売却が悶難なと

あるU・ill叱l荷が完Ji]t弁さないとき，等にこういう

}rースが生じた。

所有地縮小に関する事作1],

l’イゲン行の 6村では..jト作料うI¥i、if令》公社i]Jijに地

立三98人が合計1657マウ 1サオ 6チュオック，すなわち¥i

核地方の土地の29.2%が所有していた。しかし法令公11 iJ 

｛元，；るれらはi日丙 Jウ8→J一：j-CJチユ

2サオ12チユオツクをl幹与，508？ウ 5チユオツクを一日寺

的に他人にf吏用させfこ。こうして合計1038？ウ 1サオ11

オック (J自主所有！也山，1.8%'1がj也主の＂f'0ι離れ

てしまったけl』）。

ブート省の 3村で1949年から1953年の問に地主が不法

；二；；p，渡・売却Lた土地i士山3，＂ウに、主した。これほ 1948

年現在の当該地方の地主所有地の25%に相当し／℃ U3¥

次に《高利引下げ令》の実施状況であるが，これにつ

レごi土小作・Hつ｜下げのl話（；l］，上に＇w'rJ-j;，なく， くわしい

く二とは不明である。しカaし8月革命的v「負債の悼引きと

いう規定はまもられなかヮたという。また法令は新規の

n十jit利 子1、に；hi]限をもう：tなか Fたので， 1(l;'ic；平のよ

行に早越のドtよソ：ひど Iト、ぇ年などに；主，農民にけする

貸付け条件は極端にきびしいものになったい14¥

；；之後にじ、Ii条令》であるが，二jtレワ条項も七えまも

られず，地主が農民の利よ：を無視しこー方的に央均書を

作成したり，禁止された期限前の小作地引上げや転貸等

も依然とし lごゐとをたたながったf汁 IS¥

2, 土地分配の実施状況

まず1951年末までにベトナム全土で農民に一時的に分

間己された裏切在・フラ L ス人所有地は掬26万ヘクケ－，レ
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一・資 料竺？一一一一一一・＝ー，，，，－一一日

56万4547ヘクタールが52万7163人に分配されたという

( .'119）。一方新隠j也の多ヤナンボにはは落:JtHr也はヂ〉主り

なく，その再分配という乙とも問題にならなかった。

最後に第5連｜実。第5；車区で自由区を構成していたの

はカンナム，カンゲイ， r：··：ノディン，ブイエンの•！ ti'で

ある。これら 4省で20万7000？ウ（土地の25%）ある村

法共有I［~の存分配が進んだハ －fj7 ヲン，F 人農園ぺJ大地

主所有地は少なく，わずかに2842"7ウが 1万7202人に分

配されただけであった（／J":'.O¥

(lt l ) Viet-1入Tambulletin, Peking, 12 Dec. 1953・

(Ma3aen, ob. cit., CTp. 63.) 

(i!: 2 ) Chesn巴aux,01>. cit., p. 298. ( }I¥ ;if{ ;i 201 

ベージJ

ム災民の道」（『平和と社会主義の諸問題』第2巻12号

<19:'i9：一12月） 26ベージ j

（注18) 「犬衆発動」は主として北ベトナムで展開

されt・ こと， J乙Lて北ベトナ J、ブ午はこ

で7：ヴ：l647，ヲタ一 1刀：う土目己之 jlてし－〆コ斗と 〔礼tL｝」

参F氏〉泊、 C，，きわめて大プっばではあるがこのような

概~I ＇.二午さ日らであ J 1。

（注19) Vi母nKi吋1Te', Kinh te Vift Nam tu’ 

Cad, mqng・ .... , tr. UL  

（注20) Vi母nKinh Te', Kinh te' Vi?t Nam tu’ 

Cdch ,nqng・・" ・ー， tr. 141-142 

IV 資 料

(II .1 ) Cu,1c品angchien f}Hltl thd II /1 ・ ・ ・， γap :i, 次tこHt：アる資料10点はすべて築計が作成した「ペトナ

tr. 330. ム民主共和国土地政策関係資料集』（アジア経済研究所所

en 4) 店長nKini, 1γ，Cid, mqng ru{Jng rfJ't 内資料 1973午2月）か九の転載？ある。なお原資料を

・， tr.66.ただしこれは法令施行初期の調査。 入手できなかった関係で，訳出に際しでは，下記資料集

（柱 5) Nlu2n D,h人 6/10l¥farch 19:i'.l (MaJ,lCB, l乙収めれれた露丈テキストを用いたことをおことわりし

ob. cit., CTp. 6.1.) ておく。 JleM01<pamuttec1<aflPecny6JZu1Ca BbemH-aM; 

（注 6) Thufo Phong, T(ji de cua al' quoc va κ01-tcmumymufl、3GKOH,0θamellbl-lbteaKmbl，δOICy.MeH・ 

aia chit phdn a(jng, 1953, tr. 75. （九匂：men, Ta.At mbl, MorKBa‘ 1955. 

J/Ce, CTp, 63-64.) 

（汁： 7) Ibid., tr. 75 (fy6ep, A. A. 11 A. f. l,¥a・ ［資料 1〕 ベトナム民主共和国臨時政府の地

羽田，“ ArpapHblerrpeo6pa30BaHHH B且eMoKpaTH・ 主・小作人・農民への呼びかけ

『ecKo/iPecny6"~HKe BheTHa~1,” CoBcmch"oe Bc,cmo・

KOBeiJelille, 6 (1956), CTp. 32. > 

Ci'.主8) Vi母nKinh Te', Kinh te' Vilit Nam t£，’ 

Cach mqng・ ・ ・, tr. 139. 

（注9〕 Vi母nKinh Te', Cdch mqng ru(jng dat 

, tr. 73-76. 

（注10〕 土地からあがる収入が同じ場合，地主は「1

作農よ円も， 25%余分に設業税ぞ収めなければ勺，・，な

L、。

（注11) Vi¢n Kinh Te', Cdch mq月gru(jng tla't 

・, tr. 76--80. .／；よび 1'vla3aes,ob. cit, np. 64 65. 

（注12) Nhdn Ddn, 6/8 May 1954 (Ma3aes, 

Ta.M：，明e,CTp. 65.) 

（注13) Nhan Dan, 11/15 Dec. 1953 (fy6ep H 

MaJaeR, ob. cit., CTp. 32.) 

（注14〕 Ma3aes,ob. cit., CTp. 64. 

（注15〕 Ma3aen,TaM J1Ce, cTp. 64. 

(ii 16) M:rnies, Ta.I! J/Ceラ frp. 6li 

（注17) 7 7' ：／・パン・ドン「』）＇，：命におけるべトナ
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（内務部四本 1945年11月20FI)

1. 地主は次のことを実行すべきである。

(1) 小作人の利益になるよう今収穫期工り小作料を 4

分の 1(25%〕引下げること。

(2) 小作人の負債の取立てを中止するとと。

(3）小作人からのあらゆる追加徴収をやめること。

2. 小作人お工ぴ農民l主次のととを実行すべきであ

る。

(1）地主に小作料を支払うこと。

(2) 径播きした農作！門をまもり、手入れを行な行こと。

(3）地主の私有権を尊重すること。

3. 人民委民会は次のことを実行すべきである。

(1）若干の地方にみられる地主の私有権侵害の現象を

根絶するこ王。

(2) 仲裁者ど Lて地主・小作人間の意見の相違を調整

し，農民を助けること。

(3) ：；＇）作物そ主もり， l収穫物i尼伴を厳fむと処罰「るこ

と。
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〔資料 2〕 ベトナム民主共和国臨時政府の呼

びかけへの補足

(1945年11月20日〕

1. 地主は増産のなめtu，；：；と協力「ぺきさふる。 I!fl'S'J 

される一片一片の土地，それは前線での勝利を促進

する大成果である。

2. 政府が義務づける小作料の引下げ（4分の 1だけ）

およひ'11ミ民のJミfi'f取立ての中II.のiまか， j也主は，J、1ド

入力E増産できるよう米や種子を貸与し，かれらを助

けるべきである。土地および役者の賃貸規則につい

ては．後に官官（役業主Iiのこと i災者）じよって li刊！！

な指示が与えられよう。

:l. 現1j＇のIBl難なi犬況においてい山｝：・小i1人のl:(・/j

が互に理解を示し合い，議歩し合うことが必要であ

る。金持i主食之人が聖子f.l:仕事tニU：事できるようがい

らを助けるべさである。なぜなら， i1h＋：の土地lt 災

民が労働jに不可欠な諸条件をそなえているlli'iにのみ

しか排作されないか人とある。 •• }J, t'l（は地？の

合法的利益を侵してはならない。なぜなら，もしこ

れらの手lj益が保1宰されない場ii'' l也ミ.lは i；＇~業経バ r

やめてしまい，農民の仕事がなくなってしまうから

である。双っちが互に協力し合＂＇・ J里解1イ干し、， l1lif.

の干！J.?~トを尊重したった！山このな！討量産な；.jl 悠を切りぬ

けることができょう。不和，意見の相違，相互の不

理解は双方に雨量i』をもたらす℃ふろう。

〔資料 3〕 民族裏切］者所釘地没収令

（主席令第75号， 1949年7月 1fl〕

現時点の情勢をふまえ，

内務部長，法務部長，財務部長および差是竣部長の提案

を検討し，

人民議会常務委員会の承認を受けた，閣僚会議の決定

にかんがみ，

ベトナム民主共和国主席は以下の法令を公布するロ

存； 1条犯罪行為によって医家の独立にブ？を与えた百

から没収した土地および財産は国家に移管するもの

とする。

第2条没収しにi：地はこれを二つの範むゅうにi三り

する。

米耕作地は国家t乙所有権を移－i-。

経済{1物・果樹栽掠！也および牧草地位政府機関が使

用する。

稲およびその他の農作物の栽熊地は農民に分自白す

る。

第3条本令施行の細則は内務部，法務部および農業

部のf，岡田宗により7とめる。

第4条本令施行の責任は内務部長，法務部長，財務

部長わ上び！主楽部長が負う。

〔資料 4〕 小作料リlトげ4,

（主席令第78号， 1949年7月14日〉

第 1ふ 1945年8月19日現在の’ト（乍料全:1,；：，%引干v「る

ことコ

第2~ミ小作｜？に関する訴訟を審議するため，れに小

作料引下げ委員会を設置する。同委員会の決定は第 2~；担

比判所〈叶ぺl決と同等の効力を有する。

第3条第1条によって規定される小作料が高すぎる

かし Lくはii＼；すぎるEL、う特＇， Jljな場介、／トwr1ヨ｜き

下； f委員会点：」L体目的条件にU¥JI_ 之決定を下す l，のと

する。

第4条内務礼法務部および氏業部It本令適「llの細

則を合同で定める。

第5条本令＼iiirrの責任：J:内務部長，む；務部長おkび

農業部長が負う。

〔資料 5〕 小作料引下げ令実施に関する細則

( 11す務官：・法務部長・農業部長合同日章）
お152号， 1949年 7Ji 14日／

第 1条 1949午7月14日付主席令第78）｝によりその設

置が定められた小作料引下げ委員会は次の構成で活

動する。

’占抗戦行政委員会委員長または副委員長一委員

長

浮＼ 2級省裁判所検iji:－副委員長

農会会長一一委員

第2条 小作料引下げ委員会の権｜漫に怯いる事項は以

下の通り。

1. 小作料引下げに関する小作人，地主聞の係争を

第3級裁判所の裁判を通してもしくは示談仁工っ

て解決すること。

2. 上記の係争が示談；こ達しない場合，裁判』こょっ

93 
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てこれを解決すること。

3. X.災主fこはc,t，＇.事わが J；二 i；るill存を；jt ;' ・_.1込｛；－に

おけ二・ト｛乍料ヲ！下；！の特＇，｝＇］清腐 iを解2；と十う二と。

4. 1949年 7月14日付主席令第78号第3条の定める

特殊事；舗を解決すること。

第3条 本ln]f管施行の脊任は各閣僚，内務抑・法務部・

農業市芥！，JJえおよび；ili！＜抗戦｛子政委員i、》Ct.-,C 
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第 1条民族裏切者より没収した土地の使用およびそ

の貧民への，〉西日に隠し以下の境期を定山ノν「

第 1：草 土主官僚尽の2基本原刻

第2条 1949年7月 1日付法お第75号第2；長の区分に

より第 1¥iiちゅうに分類される土地（米剥地〉はl司

家の土地フォンドに返還すべきものとする。

これ；＼の !J也が森林におおわれてい一.，JL＼；＇λl茸家

の森村、j血＜！） 部としてj!fJ;i寸ぺきであふ今これらの

:f・ l也が，農業に利用されることが予定されてU、る場

合， 1948年8月初日付法令第 2:16号にもとづき国営

農場の部に含める。

第3条泊三総ちゅう (I件州・ 1 JJ 1 n t:iJ:; :1¥,5号
第2条の） I二分類されぺ， U也；立国家財民と戸、たす。

農業部および財務部は悶家財産である上記の土地

のい子れを間営農場または農事試験場として利用す

るか全 JI、14で決める。代りじず）！地は大1/H!l~l~ ＜各種

農業1£M，司rn(tのこと…，（I」者〕；二賃貸しート＇＂ t'i貸規

則および条件はおって財務部付により定める。

第4条第・3範ちゅう（1949'1F7月 1日付法令第75号

第2条の〕に分類される米自および農業用地は国家

財産ど九tr..L, 一時的，ニ rtrh二分~し，＇；＇~'1＇ーに fl］用

させノ九

第2輩貧農への土地分配規則・条件

(EJ49年12)]21 fj付部合同回章第3号第2条による）

第5条 :,(; J；主ちゅうに分泌される土地の引い士受け

る優先行Jiiよ以下の順位で役誌が享受するι

(1) 分配：＇； II現在，当ぷ・J、11地もしくは：ニ七ァシ

ョンを耕作している小作人および原農・貧農。中

国人小作人も土地に対しではベトナム人と同等の

94 

権利を有する。

小作入、 iift＼・貧農に分rnされる戦傷者ti): () 

その家族ー I決i1土戦士の遺於， 人It軍またはH色方，：t

の兵土の家族は土地の分配を受ける優先権を有ーす

る。

(2) 白からコンセッションまたは小作地の耕作を始

めた貧農‘ f堅守：吋働者。その＇ 1＇に戦傷者ま／：はそ
の家族， q,Q ； ~en,1, Jての遺族， 人民軍または地｝j市の

兵士がいれば，かれらは上記のごとく土地分配を

受ける優先権を有する。

':l コンセソシ ι の近辺に刊行ーする戦傷者お上「，＂＇

その家族，戦内戦士の遺放『 人民軍およひ、性イJ’I[( 

の兵士の京民、

(4) コンセッシ gンの近辺に居住するその他の貧農

および農業労働者。

:r；“条 1世鼎；こうよ河口される土地l布H'li主15歳以上山、；〈

吹員数に比例「ろっ

1人当りに分配される土地面積に関し以下の最両

限度をもうける。

北部ベトナム 0.5ヘクタ｝／レ

中部ベト十J、 11.5へクタ＿，レ

南部ベト十ム lヘクタール

土地を分配される貧農や農業労働者が農業生産協

同組合に組織される場合には，かれらに同じ領地内

の士地を割，11 てど｝ニ~が望ま L いっ

土地分配のJt写d'iが少なく， u也1）＇沢山あ之3とL、

九特殊な場：？．行抗戦行政委員会の決定によ I)jj配

される土地図積に関する上記の最高限度を引き上げ

ることができる。

ii: 7条 民 族 主tJJ行より没収しょこ11也の一時的九ー使用

汗された農民：.：土ず5年間それを耕作し， 4くf生物

をうる権利を有する。この期限は政府の決定により

同期間 1度ないし数度にわたり延長しうる。

手fi8条一時的使用のため土地の分配をうけた農民は

その土地を 1'1,j，「】 llt作する義的を ｛TJ－る（がそれ士

山貸しするトII(,J: tllさない〕‘－；：1こそれを入念にH:

し，国家にJ也租を納入し，さらに土地からあがる総

収入の10%にあたる軍補給特別税を支払う義務を有

「る。

軍補給特lj,Jl{c'l例収・使用ω［！リi土［1，］防部・JHf初日

~； iこよりこjしき：定，hる。

第9条以上の条項の違反者，自分の土地を耕作せず

放置している者および市民権を剥奪された者は与え
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第 3~i _ltl:切者より没収した土地の一時計

分配に関する委員会

初10条芥i'Yにr1.1、（／）間Ii¥,:;: ;J 1，； るす災urn-~- :_1 ; 'l・ 11 { 

した u也のうよ河己iこ｜りすノユ委He:＼士＇）＇.ji",-4'ノユ、

行t凶た{JJJ士会U{,:fLi i、t／二；士三円代人

行人民二三義代1:-.. Hl 

(1抗戦行JI交を：＼：－：プl(T:fi1lL ，＿これ：1tl＂（、！？］！手段，＼＇j./)

代 央委0

民会会以 ,fl l 

、＇＇1i；主 J Lセ吋シーiL 主 Jこは！＿：＇；，！＼，＼·で｛めくっ、 i'i'A<i•i に

夫妻i)

ごl:.l也；〉円~f,[L2ミ；上そ tLiう：干rr千f、：ど，,12,1！〕J戸こ’込η、｛ ！ 

J也f,'1[1J之‘ ノkI: .ふ仁林i/i'「，，；：：：

／ご；x=:i/H士千j晶ワ｝－る行Jiぷドlj1訂の） q,11,(1'.J巧n可、をそび1;,:: :; 

1!1!1にJJIIえ不ことができるけ

第11条第］（｝条でふれたむtJjf；‘とりはl［＇~ L. ／ニi:Jillの＇，J

杷にi空jす不安司会の倍以l土司

(]) 実りYtiに／1:J'.iするす－＜ての土j也♂九；111];fE,1；必才一よu:

それにJ司、て改J{fに朝i告企｛）な行二と ι

［出 ttl;'~へのう〉配勾匁ど九、九 ·i' ；ごの u忠士；iL'試し

た土地合：11」の作成c

,:11 -H也の'yj百己を＜Urど〉ぬ手！Jをj’jするす.－：；ご（J'Ji月一ゎ

f,?llf:'dh¥:: L，士fと手l]h

了lL →，山シゴン：Ifニi土J;'kt買；グ3一「4 、）仁♂） I，号i；お lλta 

｛動？；‘ lil・J、付人，il{J1l戦闘j也i'-'.IJ‘心のがれてきて，

I！かt,:, 午 -1，ノ与ョンの1.::11iこ；，；r 1ーだ遊；¥fill¥

戦保有のic/A，戦冷戦土の泣Jj)'.,人民主および地

JJ不れj主上の’まlj'／うわの.llNを：th主する二と。 こ

うして（iJ（のふちIiとt'rl3tなriu也モ｛＇＼；二JillLた；1'.',L

を fl二土カ：で竺る三

し!I 本説、むの対抗に則してrt決；こと）1色を方配するこ

と，：！：t：今iをのj也千ti:J-3上ひ市r1M’S:/l¥iJ!J説のii叫えを

存 tうた「〉しめど）tこめ各こで L と、ソンプ L 主fこはiJ'lJ¥:

i!i I：地1乙il！~，＇. JJ;(?J,i を fr成するこ正円
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if,, !;'~ ¥t等） fピオゴ也のう示、河己主そiJ／二ryuくに数＂i-11¥J

に;j，／二／ヘうi}l'Hl，，、の条「iーで；，7'}'.i:すため司それ「ノぷ｝

11:H!d'iJ，止すら三 t0

((i) もLその他iこnlr泊五がふれ｛しそのfH土全11「；＇，

L，べ jL矢J，凶t；ニ111,主な社主主主；二iぶtiiら：と

の決定を干すこと。

委只会；土HJ・.tへての作業（人ll ;i司五，日！淀川 F 、

．、 料……………－

リ、11:/(, _U山守町、公共）IJvlllf注目定~，； ) C'γt出

に問←iーユw;i；，：；ー士f1Iえ~ ＇それを 1<tJti¥it{J政委n
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11,,,t fては什11¥：航行政安司会ki.Uと

1_11_ k’j t什l1IJ(i,j_(（，二三；RE 委t)

IJ，＇くt～は村民会代支委i,J_

：をはlζ
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コンー！？、ソンヨ J 何il也のァf配士そける農民／＼.：H
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I －：己の：委 i，~；ミグll'iWにはいる事 r.;i: i土t，＇；＝び刈立
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,:, ,・1,n;¥ ,IH'¥'r,tでふ；：，，

祭4諮 問務に関する規定

日l'.!:-Y: てjI tて代主l¥ll：干：，1,p，主r，号1.; 1＼’J!J!Lてきた一l一、

ごし＇）寸： I・,, S 1 > t3 上ひ＇. j~Jf；はその qJj会； lて同1 '- I: 

Jill ¥J旧三をは会のiI：定た －・：；：ける t七。，， ri'抗戦行政；H土会

にれげす；：，ものとつふ〔 ＇：＇P三［；｜；が日i務部C'll1,j_,}l'J1, 

とiこ［叶j：汁ミ/1｛主JてはJi':c;JJ有ぬ主将i二月JL、らコ〆寸’ l

; > ;J／，，，ウミξ？？ぷi＼の社寺：とはな「1なL、じ

;・;-: I:¥条 1「1J-'LiiUrt：＇.＇.委民会はでの：~＼ :Tl機関 i Lく；工大
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Ii¥ L、 －~，；）芯ぷ. ；！、定をそけるれのと tζ1; 
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(:5f;1¥:li t tド財務im各l,H，；＿：，中部および内部へトトム

（円；1け＇ ;;; Ill‘；沼rv.対，； :¥ ］＞＇.抗戦 /JU｛委i-J.4ごをはん

に 1さ仔よーろ。
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I 1日フランス入所有地の玄分

111 7 'Jンス人19rnrni，よこjもを一二千）（／）奇心丸山う；こ：札、；］J

/;> G 

'.'.;'i 1立，liちゅう： 引.＇J'(l'JなL、Lfr！；人（i'Jiこj人h打、.h、い主

t_e_かつてtiJ.;月l..＂れたこどのない，ふるいは！時 j可＇＇1111-it:

tJHi：されてL、なし、；l:J也

；日2箱－：－，，），ろ：符；;Hi：ド？ぷ）（；， '.t'J!t!C:！；守7士三i土1〆r

ni ¥ tL一亡U、之》 ！こJill

f:i';:l，／・lit，ゅう．大古担分可と，J、fl人が米fi二:1：た：tそ｛小’也c')J't 

用ff物：抗日；iこ!'I！耳]lているこU!1'

JI f安 f:1の原則

1. 守； i'.(,lit, .：，らのIJ!'J"二れ C,t/J-jJI日は，kf!!J山どみ

/;. ・j・。ぞれ！<l':n urn1;; r11Jりljの仁；J,；？仁工 Jγご7j：めノ，：，，

2. ~＼ 2 範丸、p うの U!11.. QJiJ'i}I：ど’でで；f;!¥(tt'i j1 ;.t~(", 

J¥J主たは［11・：：げ！ti.｝；；’tfr71日iここjL ＞＇，♂＞－－！ J也｛／） ・:':I；をに

I, ,J-Cf早打すお。これ裕士〉小う；こ杭十て〉その1111，，，勺 j:JII: 

LFll池山大衆組織に－li'[l'Jにほt'fcr一るρlJ任案{'l::t

財務部が二れを・，j；めるつ

:l. '1} :l J官;t.. ,h ろの！ゴ也 ご；JI；－，の u止は‘l:'ri'!'_ii’？；

Lでに分両日J jる

m 賞委へのー特約土地分配

l ！二H包の一 -ll寺内＇Jt工分門己iこあす三hミ之、 •·；；：，＼＇.、打υ， m:.\:!IIJifi

,u、lIごのゴjゴL0 

(l) 、＇＇，；／｛，ト fij也tLくi土：＿］ > , .. ＿，シ，ンflil出オ・＇cl1

がす〉再1＇.される、＇ 1H:f見{JJllf1Lてし、る小{1：人 ?~ft 

お上び＇Iドl:%cqlji1人小行人十 IJ也仁＜］ lては、ト

ナム人とi，司令の千五手1］を有する。十 L,J、ffA，お工 ，｝＞

lirt宅のtfli乙iji.tf努討の家政、戦＼2tね h円：I'c11A, 人F'.

市主たi土地方市の兵士の家校Jう九、;/l：工、／pjt「，；I

！」地分i釈を受ける使1,'ct有を千f--:J--ろの

（の 自力、t，寸：. ：~ッミョンmt：江主夫は，］、：λj自の料/1

にちFLた弐畏お上び農業労［，t)j(1 o i, Lその！？：；二

戦傷？？の家M：，戦没戦士のili1il, 人J1:;¥J[・1；こ［土地

方軍の兵上の'.i,cijxがいれば，かIt「〉はl:J也Fケ/lit.'を

；をける優先権を有するハ

¥J円己 Vi立♂3コL寸P 、ソ宇ノゴ斗 .t／こ；上I｝（下：｝，乃〕立iリ守こ

r,耳j）＇.←J一，：，草日ft／，・お上びその'i'i：校、l¥iti

人iモ；FtJ》士 i土｝也方＇if,'. ＼ミ i:(T下，~cl点

(.fl こ1ンヤヴションの近辺：こ1m1i-るその1庄の：it;% 

,J-3 .l；び；；~＇／とヴjf励行q

2. 1 11t11r：二分間［！さjLる u也fi百h'ii工：s;'.,'.UJI ；の·~， /A ［士

数に比例する。 1人三りに分配する｝池：Vittiの大さー

さの上限を以下の工う iこ定める。
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｜じす11・、卜十ム 0.5＇，クタール

中古J＼，＇.トナム O.Sヘクケール

l'i'i ,{ii ：トトム 1 .－，クケール

｜；地士分配占 Jt ，~， rt民や箆~t"i;H力者が農業生l'i'i 刷，；J

おl台に組設されるJ号｛，，かれムに｜レ：jじtfi地内の！て｝也を

・I，，；、＇＇1てることが望セしい。

H自の分配？とそi十ラ社匁o{iーがノレなく， u也が沢rJ.1h

るという特殊な均三、む抗戦行政委ll,会の決定により

1人、＇： i）；二分配十ム：1-J也iFih'lの］：限を引き＿L:i，ふこと

がで；'i-る。

7 ラ二ベ人所釘i位の農民への一時（｛J;t配11業を促J生

十；：，どし.，，，，待ゴ〉ピ P シコ： iこrnの構成上けなろ u也

ノ〉配委民会を設置する。

~？；または付抗戦行政委民会委は 1.5: 委日長

nまたは村同］＼＇ 1主，＇＼－会議長一委員

＇＇，＇：主 f二；：t村民会誕H:委 H
（以｜二の 1人の＝liH会 Jンパーはコ斗セソショ Lが

〆〉川村のcpにあるかそれともい；つかの村Iこまた

う； Jているかに上 IJ：十！？主たは山、しベ心で選lUi-－る1

上見11,:1ンイfrノショ L領j也を＋J↑/'iLてL、；ムIllyト{1人

fl;:夫委n
ゴン・！： •＂／ション令玩l也の分目己に隠して u也の分円l~ を

没ける r定の呉氏代表 _I::fi 

トj也分配委員会i-1:文3の収集，コン七、ソシにの

'],:ti:' ，：~］有，十J\ll受領者の名簿/'f1&. i'i'-t:J也分r¥i：委口

会の審議・渋定に付すための市花t[l；＇；芹の frつえを行

なわなけjL ばならない。

:, • 卜地内一時的分担を受ける~の椛利と義務

)'J, 1)/j '7ランス人が所有していたコ L七ッショユ 領

地を一時的に使用するため分配された農民J主主ず日

午問それを料frL-，そこか己収絡をあげ，収入をう

るほ手ljを有するc この期限は政府の決定により同期

間もろ 1/'.tないし数：r,rにわたり延長Lうる。

没収地を－ －~在的に使用するため分配された農民は

ごの土地を円かむ耕作する義務を有するぐが賃貸し

する保利は1Jさない〉，またそれを丹念にt11L，国家

に地F祉を納入し，同防部.円l務叩合同・；－？に則して'iJ,'

｜；表情i給f]jの1見:PJ税を主払うi主務をすfする 3 l二；：己のl:Q

定の；主犯1iまたはυ也を耕作せず10:,iしているす；＼

また市民怖を剥奪された者はこ！：地の依用持を奪jゥれ

/o) 0 

]¥' フランス人所有地暫定分配委員会

各省におけるフランス人所有地の分配作業は194リ年8
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月11日付今同回章第 174号に？？正づいて拘置された＋

地分配委員会に委ff：する。

この委員会のフランス人所有地に関する権限は問委

員会の民族裏切者の土地および財産に関十る権限と問

じであるF

V ti者足線定

1. これまで農業関係の機関が管理してきたすべての

差是f］，）お1：びコ／ 1: r シヨ〉はその用途；こ！手］し土地＇1'1/
定分配委員会の決定を受けるため省抗戦行政委員会

に移管するものとナる。農業部が財務部の同意のも

とにほ針農場全たは農事訴）1V誌に用ヤるコンセツ下

ヨン領地はかかる移管の対象とはならない。このよ

うな土地は農業関係の諸機関の直接の管理のまま残

す。

2. 符抗戦行政委員会は本令に誌I］して土地平7定分配盃

員会の決定に付すため，その他の機関または大衆組

織が1・・;,rmーするその他すべてのコンtツ乙ョンおよ

農f誌の!1t産B釘、作成にあたろ。

〔資料 8J 高手lj引 ド げ 合

（主席令第89号， 1950年5月22日〉

1949{j二7)J 14別、fの，J、作料引刊nこ関する1席令第7:S

＼｝にもと－；き，

1950年2月15日付の村小f十料引下げ委員会設置に関す

お主席令第26号にtど－ jき，

農業部長の提案にtとづき，

人民談会常務委員会の承認を受けた，閣僚会議決定に

従い，

ベト十J、日！主共和問主席はf｝、下の法令を去 Iiiするo

第 1条貸付利子率の引下げ，！日負債の棒引き・返済

延期．また農村債務者かれの各種の収奪事実止につい

ては，今後本〈？の以下の規則にょっとm'f士する。
然 1：命～ ;;ls:令公布前に実行された貸付の利子率

引下げ、負債の棒引き・返湾延期

第2条一 本令公布古iTに契約された負債の手ljf塁手は，わ

銭債務に関しては 18%，すなわち月率 1.5%，現物

債務に関しては20%，すなわち 1シーズン10%を越

えてはなちない。

第3条今後以下の負債は無効とし，補償しない。

1. 本令公布日までに支払われた利子が負債額の 2

f去を位、えた・nfr＇ふもし支 11、われた手lj子が負債利に

等しいならば，負債額だけが支払われる。

2. 貧しU、農民が1945年日月19目前に契約し，返済

することができなν負債。

3. 民族独立に害を与えたかどで有罪を宣告された

者に対する負債。

.J. それをなしとげたか，r油ミにかかわらず自己の職

務遂行中に死亡したもしくは殺害された，無産の

人民家・地方軍・ゲリラ隊の兵士、閤家機関・党

キ且織・公共機問の幹部・職員の負うすべてのね的。

第4条以下の負債の返済は延期する。延期された期

問の利子は支払われない。

1. 現在敵が一時的に内制してνる大場模な人口密

築地に腐住ナる者に対する旧負債。

2. 軍役に服している無産の兵士が本令公布前に契

約した負債。軍役中の全期間延期する。

3. 天災または軍事行動による被害のため現在金銭

に欠乏し，返却能力のない者が負う旧負債（それ

が事件J:JJ11jに契約されたものである場合〉。 l年な

いし3年延期する。

第2章農村の債務者の搾取禁止

Zf'i ：，条複手IJJI算による貸付貯を禁ずる。

;l'l ii条債符脊を搾取するため， Tニ士したり，投機的

手段を弄した者は法により処罰する。

1度目以貸付額の3ft＇，：までの罰金を課する。

2度目 ri-Hi:の違反には 1カ月ないし1年の然悶

刑，もしくは罰金と禁固刑の両方を課する。

熊 3章本令の実施機関

:{-; 7 $ 負債に関するおミ争および本；・，、違反者に関する

一件は裁判所が通常の手続により審理する。本令公

布前に契約された｜日負債に関する係争は小作料引下

:r .高利引l九「村委員会の処理f三ゆだねる。小作料

引下げ・高利引下げ省委員会は貸付利子率の引下

げ，負債の棒引き・返済延期の諸問題を本令の条項

にとらし～て調務し， 111？決する。

第8条本令施行の細則は内務部，法務部および農業

部が合同で定める。

治9条 本4，方位行の責任l土内務部長，法務部長お上び

i送業部長がねう。

〔資料 9〕小作条令

（主席令第88号， 1950年5月22日）

1949年7月14r1Hの小作料引下げに関する主席令第78

、号にもとづき，
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1950年2月15日付の小{1料引下げ委員長設置に関する

主席令第26号にもとづき，

農業；部長の提案を審議L‘

人民選会常筋委民会のf何E、を受けた，間僚会議，l之定に

従い，

ペトナム民主共和国主Ji削工以下のり； ~i を公布する｛

議 1意小作の基本条件

第 l条小作制度において転貸を禁ずる。小作人は小

作j也を自ふらj井作しなければなムない。小｛t人は小

fH患を第三百iこ貸出した lんあるLゴ；15.liJの小行人が

借受けた小作地を又借りするととを禁じられる。

第2条 ,J、ii期間は最低1ill:3年（原てとは 2年となって

いるがこれはあやまり 1沢者〉土する。

第3条小作に際しては，契約を給ばなければならな

い。契約は村抗戦行攻委員会の承認を受け，チ zン

パ（村の土地台帳を行理する役人 ,R者）のところ

に登録する。

者守4条小作人f土地主に契約通り小作料を支払わなけ

れしrfならない。

第5条地主が契約期限満γ後に土地の返還を望むな

らば， I収穫期（ 6カ月）前に小作人にそのむね予

｛＇；＂しなければならなヤ c 一方，，j、fj:AtJs地主；こ1二地

を返還したい場合も問機に， 1収穫期前に地主にそ

のむね予告しなければならない。

祭 2]妻小作人の権利保障

第6条第12条の定める場合を除き，地主は契約期限

満了前に土地の返還を受ける権利を有さない。

m1条 地主が契約期限満了後もひき続きそのごと地を

小作に出す場合，以前の小作人が小作の優先権を有

する。

f来日条契約期限満了員lljに小作地がお三者の手に辺る

場合，小作人は期限満了までその士地を小作する権

利を有する。地主がこの土地を売却する場合，小作

人はその購入の優先擦をすfする。

第9条 ,j、ィ1c人が死亡したりあるU、：土抗戦のため不在

の場合，その穀族（妻，子供，親〉は小作期限満了

tでそのIJ也の，］、wを続ける権引を {Jーする。

第JO条 もLがHこ小｛乍人が地主かにね子を前併iiLた

り，役畜や農具を借受けていたならば，地主は今後

もそれらをノト／1.：人にn与しなけれifならなヤn

第11条 小11:At;,,J、作丸山渋滞了の l; !・ IJI;；に天災主たは

敵の破壊による被害を蒙り，それが通常の収穫物の

50%にも及んだ場合，かれは 1年間の小作期間延長
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をうける惨事lを有する。

第3霊堂 地主による土地返還鯖求の条件

t布12条 J也主は契i守期D良満了自t
ぱ，白から耕作する九あるいは別の小れに出すた

め小作契約の解消を提案できる。

(1) ,J、行人が本合の転貸に闘する条項tこ述ぼした場

A 
口。

(2) 小作人が契約通りに小作料を支払わない場合。

(3) ，］、11-人が土地を耕作せず放置してU、るか，ある

いはii日正施設の保全をおこたιている場合。

第13条地主は小作期限が満了したら，自から耕作す

るためその土地の返芯をうt十る権利を有する。ただ

し契約満了日か九 3年鑑邑するまでは，この土地を

再び小作に出すことはできない。

%14条 伝？？実施iJ:.¥f'，＇で生ずる育児の不一致は小作料

引下げ委民会が制整し，解決する。

第15条本令実施の資任は内務部長，法務部長および

農業部i去が負う。

〔資料 10〕土地政策条令

（主l市令第 149号， 1953年4月12日〕

人民議会常務委員会の承認した，閣僚会議の決定にも

とづき，ペトナムlt主共和国主席は以下の法令を公布

する。

第 1条農民階級の物質・精神力の強化，可能な限り

急速な生産の増大，抗戦運動の強化を目的として以

下の土地改策条；，を定める。

第 1：章土地改策の内容

第1節小作料引下げと土地の貸出し

1. 小作料引下げ

第2条小作地を所有するすべての地主および団体は

小作料を引下げる義務を有する。小作地を所有する

富農も支た小作料を引下げる義務を有する。

第3条すべての範ちゅうの小作料を（日本軍による

米徴発の際に地主が行なった率の引上げ分を控除し

た）出／ J 革命前のヰ、に対し2~，，；；，引下げたければなら

ない。

しかし当初の小作料が高すぎる場合は，引下げ後

の小f1:料が収穫杓の 3分の 1をむえなu、工うに25ノ：

一セント以上引下はなけれl:fならない。地11.j：、が劣っ

たりあるいは耕作が困難で多くの労働力の支出が必

要とされる場合には，引下町キヵ：50%以上に達する
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こ左もありうる。このl:'.JJ習は箆会のw、会または総会

で審議し，解決する。

日4'1ミ地主が慕本小ff料のほかに氾力ll的小作料を徴

！？ぐすることは，それがし、かなる形態むあっても禁ず

る。当該作物の収穫期前に小作料を徴収することを

禁ずる。架空の土地に対する，また賦役の形態によ

る小作料の徴収，そして住居や建造物の敷地に対す

るj也代の徴収を禁ずる。

第5条地主力，，j、｛乍料をつ11--<iyることは，それがいか

なる理由であっても祭ずる。

耳1ι条 1949年 7月1411十tLW；令沼市＋J・の公布以来ま

fソj、｛乍料をヲi下げていなし、地主ラそれを定められた

不全で引下げていなu、地主，ふるいはそれを引上げ

た地主は計算をやり直し，農民が余分に支払った額

を補償しなければならない。

第 7条上記の小作料の引下げおよび農民が余分に支

払った額の補償のほか，地主は勝手に支払いを遅ら

せている賃金を農民に完全に補償しなければならな

し、。

策時条 ,j、｛乍地が天災tこおそ，；fdlた i)＆、るいは敵の破

］京行動にあい，その｛／；＇，＇ fllx'.f/Q特に民主が及んだとき

には，地主はさらに，］、f1＇れをう 11二けるかあるいは小

作人に対しその支払を完全免除する義務を有する。

かかる小作料引下げの率に関ナる，また小作料免除

に関する問題は農会の集会または総会で解決する。

第9条若干の土地の所有者がその土地を全く耕作で

きないかあるいは品部分しか耕作できず，貸出すこ

とを余儀なくされる桜台， tL介入の生活水準が貧

農のそれを越えないなん；f，小／M十の引下げは農会

の怜旋にもとづき双｝j （所打者土小l1人〕の合意に

上って行なう。そのぬ｛，， 引 1:i Iが上り少ないこと

も点、りうるし，全く行なわれないよ二ともありうる。

この均台には，余分に支払われた小作料の補償は行

なわれない。本条項に該当するのは戦没戦士，傷病

兵・無造らの戦土の家庭，老人，不具者，孤児、未亡

人，働き手のない貧農・中農の家庭，労働者，小商

人、小手工業者，全＼生業にのλ従事している自由

主れである。

?filO条地主が法を遵守して小fl半、iを引下げた後は，

小作人は，この小作料を正Lく剥＇J1hる義務を有す

ィρ。

2. 土地の貸出し

第11条地主は，小作人と小作契約を結ぶ義務を有す

る。小作期限は5年未満であってはならなL、。文書

による小i下契約の締結は第9条の規定するJg合にの

み義務づけられない。

第12条地主は土地を貸出す院：；ι小作人｛c.tι保を請求

する権利を有さない。

第13条土地の転貸を禁ずる。

第14条地主が土地を売却する場合，

1. 当該地の小作人は買上げの優先権告と有する。支

t',i土分吉1］で行なうこともできるコ

三 小{1：人は地主に対し，かれが土地tll什に要した

ペパ国jに対する支払，また収量を刑やすために行な

• Jたィ評判その他の作業に関わる支山の補償を誇求

する徒手I］を有する。

第15条土地が売却または何らかの理由で第三者の所

平干に移る場合，小作人は小作期限の満了までその耕

作を続ける権利を有する。

第16条地主力2小作料の引下げにかこつけて以前貸出

してL、た士地，庭園，水牛・牛および（］居を小作人

かんとりとげることを禁ずる。

7お2苅l 手lj子率の引下げ

お17条以下の負債を無効とする。

11, f支民が8月革命以前に契約した負債｝

(2) 本令公布日現在，農民が元本の2倍の利子を支

払っている負債。

(3）裏切行為で有罪を宣告された者に対する農民の

負債。

(4) 戦闘で倒れたりあるU、は自己の職務遂行中に死

亡した正規軍・地方軍・ゲリ；l'fll以の兵士‘行政

機関・大衆機関の幹部要員、 ・i1叶＿，た学↑；す；民．公共

'j; ＇.~'i:の労働者の負う負債。

第18条 LI.干の負債の返済を延期ナる。

(1）現在敵の占領地区に居住している者に対する農

民の負債。

(2) 兵士および無産の幹部婆負が本令公布前に契約

した負債。この場合，延期は当人が軍隊，国家機

関，公共機関で労働・勤務している全期間に及ぶ。

i:3) 天〈込または，敵の破壊のために返済不能になっ

た．：主民が契約した負債。この場A-. 1年ないし

3 lfll¥lの延期が認められる。

l、Lとのすべての場合につL、て，債務者は延期が

認められる全期間を通じて，利子を支払う義務が

ない。

第四条本令公布前に契約され，第17条，第18条の適
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一一，＿.，，＿~＿..，，，，，，..＝，－~.，，－...－~，一π 資 木｝

月｛をf芝けない， J主II!:のf自主に対rる丸山の手lj子守二［土

金銭（ifj'i;；こ！主jLてi士山%に， T見杓（久子宅に問しと；土

20%につ！ • .'i-Fげるものとする。支Jムわれるべき干ljf

総領はいかなる得合；こも，、1初の（＇.（（ t'ittMiを注えて

i士ならなL、。

t-'Hもが訂J~k；こ対して i'.J. う負（々の手I］二rrて引刊行士、

利子ネヲ！下；jiこ再号する 1950年sfl 2::: ~l Hヰ！指令指州

号の公.｛Ji1'ifjに契約された負wtこ！羽してのな週明ず

る。このJ号i，，利子判土地主に主jずる久的と同じ fこ

け号ifl Fる。

第20条負債の無効・返済延期．利子ネヲ1戸川町！（－＇

たらrtr縫1'f・i主111!1』として取り上げたり怠之、Lハはl,'fi/r

のtmのためにlし押えたすべての資1汗 f叡］Cf(, 不

動産）を｛えf'ljt;ーに返還する義f与をのーする。

第2ト条利字率引下げiこ関する本部の七？己の;ffi・);fl_',1:i士

111茂・貧！九 ·~Lt'Hlm間のiま 11\ ， 丁ーな月l. 商業府内

f H昔には適用しない。

5}'/22条 今｛た n付けおよび｛昔入れは， ii＼之労5tii士0:r'i:

の返済の誌f与を有し｛主任者l土干I]jてを’宅取るは干1］を

ffする，というLG{lliJに主とづき，咲かの日立のもと

に契約しなければならない。政！？出土利子与の大きさ

を定めない， Lかし｛責務者を法外に搾取するこどを

H的としたあふゆるi吹縞的手t'之はこれを；；；・）＇る、

ir1 3 uri ブランスYUモ1；・Vf匂j者・！／、動分子の

土地Jそ収お上びその土J当たしJ史f，：、：士会

j也を／かLL点、＇／，たない J；主J（～の分担

第23条 プランスWK1i, ff切？？、反動分子のm台ーす

る土地・ 4く三1二 . ！十お上ひてその｛也の刻i$はこれを没l＼て

し私むの原口ljにi,土づいて土地な L交史ど土地主・

少Lしかもたない泉氏に是終的に分担するの

かかる没収がすでに合目的的にかっ切来的lこ実施

され，：：K大衆がそれに満足してL、る地域において

は，直ちに土地の分況が最終的であることをえ三「

る。

かかる没収がすでにす二泌されたカ入行日的的でな

く，毘ll';大衆がそれに満足していたL、地域において

は，滴切なた1\Jこ 1若手すべきでふ灯、 Li,• 0:, i赴に］

地の分配が最終i'l'Jeあることを3γφl! ；：， η 

土地がまど分配されていない地践では， 11(t、によi

終的な分杷を・：t他しなければtrt〕たい3

第24条 士｝也i土年；？に関係なく， 1!11;1';＼主主に比例して

分配する。 iji\(.tfi~二！：のlld0l, ft~ ，；~；，，の京廷は土地の

分西己を受ける優先権を有する。

IOO 

活2.5;1ミ 1人、＇iりに分配する土地面積の呆；｛；j，茨度は，

、'j;;t,f,J-の人口 1人当りの、！こJ守生産高および平均ii':白「

而間を＊ii症にして，；＼：持する。

沼21i条 フランス件＇ i｝（台・哀切者・ l_;;z動分子から没収

したすべての財，5;:，すなわち土地，ア｝叫二．牛，1仁科，

長Hお主び十べごの使用11J能利用可能な杓：lは土地

なし良民または土地を’1,,ししかもたない農民に分配

する。工業ljjの：（1｛＇＼：，大崎撲な建築記念物， jどJi¥lf,

政治的・111政的文一占，文化＼；;j・は分配の対象としないo

iJ.+ ,j _Mi 政府に寄付された土地の分配

市YI~長所有者が政府に無fitで芹f、j したすべての土地

l土，詑， 3 ffi；の定める条件iともとづき土地な L農民ま

たは土地を少ししカミもたない泉氏に長終的；こ分配す
、，
〆J・' 

Yi 5 r百 十t＇存共有 1也の分配

おゴ:s';fu t－くてのけ市共白寸也およびt¥Jf;l二適Lた沖m
J出土．七j色なし~氏一お工び士j也を’J-' ししかιたない

t'.U(:.:M終的に分配する、 f，口、の 7cj・ ン iごを設ける

たよ：：，：こ土地を叫すことは法ずる c C'J" 7！‘る土地のう了配

に悶ずる問題は、 l士会のrn浮のιとに農民1・1身がl；持

論L，解決する「

';;'i2CJ去を 'j三共有f也に問 Lてi土＇ J'J,干の｛町立がi血用さ,Tl

',) C 

I かかる土f也が，以内lj村詐Jt{f.t也であ.，た＇Jh;i-(c. 

；士，士地なL呉氏ど土地をノいししかもたない農民

に長終的に分間する。

2ー かかる七j也がは古／j私有f也であコたf易介には， Ill

所行者の有；－cr1を考慮すべきであるο かれらの｜百］；€、

がふれl王、村存共有地の範r,，，，うに合？のて最終的

に分配することができる。

:'n30条地主，役人または何かの団体が占有L亡いた

村落共有地は没収し士地なし：；＇ H己と土地を少しし

かもたない農民；こ分配するつ

年lG節不行：地主の土地分配

情；ll条所有者が敵の一時的占領1壬に居｛Jするか主た

l土行！；不明にな〉ている＋地l士，：'j人が中長あるい

は宵！えさあるJ努（tを除き－－ll'ii'i'.Jに性！更に分配し緋！1-

3せ、い力、なる小li：朴も徴収しない。 L;L:のうy配i上

Zfl 3節の上j担分i'ic.if!定の；，｝守のもとに実施する。

戸j行す者がのt，：.：侍1宝L，日司賓の枯呆不1生中に担1同

；こ士、fL1司令らの;1:fl刀行為＇＼＿：，なさなかったことカ： ・1・u11月す

れば当人はそのはJrr』fをJf,i!cJ-できる。

第：i2条 土地所有者寸1政府機関もしくは大衆組織で働
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いているために，あるいは抗戦の事iぷこより不在で，

その上土地を譲渡できる左子，父！ね：いない場合に

は，その土地は当該I也氏で通用LてL、る小作料のう

らのもっとも低い率で貧淡に貸ふする。

第7節耕作せず放燈しである私有地

第33条以下の土地は没収し，国有ブホンドに含める。

(1) 耕作せず放置しである土地および個人，諸々の

組織あるいは村落共同体の所；符ナる森林。

(2) 以前は耕作されてヤたが，ここ日年以上正当な

J:1]日由なく放置してある土地J

以上の没収地は農！万こ分配する。

第：-l4条 8月革命以後iこ農民が［Jn｝見し，現在耕作して

いない私有地は私有の原則；こもと －5き開墾者の所有

に帰するものとする。

第2章本令実施機関

第35条本令実施に際して政府・速区・省権力機関を

援助するため土地委員会を設置する。

1. 中央政府で委員会を！禽成するのは閣僚会議議長

（委員長），農業部長、内務部J毛， ／ごトナム民族連

合戦線の代表1名句ょと同f全日）主将委員会の代表2

調査研究双書

谷川 久綴

アジア藷 の J宅約法

342頁 1700門

阿部広 治摂

ラテ ン ・ ア メリカ経済発展論

374頁 2200円

料…一哩空空

名eある。
2, 1くお｝、ぴ省で委員会を侍1i1zするのは当該抗戦行

パ委員会の代表1名，ベトナム民族i直行戦線の代

、次1名，農会の代表5名（その大部分は貧農と雇

幾〕である。委員長は委員会が選出する。

県および村においては，本令の実施は農会に委任

する。

第36条本令の実施を委任される正式な機関は部落・

十jVJ農民会議，各級の農民代支者会議‘民会執行委

民主である。

治：｛7条 本t,-の適用規則は閣僚会議議長令にJ：って定

める。

消：，8条 本；I公布前に公布されてL、る土地関係の諸法

令を廃止ナる。

第39条本令の効力は塩坑および少数民族の居住地区

の土地には及ばない。この件に関しては特別の規則j

を公布する。

第40条本令の施行は閣僚会議議長，農業部長，内務

部長おヒ汁法務部長に委任する。

（「4出資＇！ :f部）

アジア経済研究所刊行

官品閤， タイ，フィリピン，台湾，インドヰシア，インド，

オース↑ラリブの契約法を大陸止？， と芙U：：系に分けて比

ドトin L，，国際契約に関する諸［対日/jt：国lf1f；、江、ごl面から

分ti:［，，さ fコlこ各国の契約法の概明弘ぴ作色を述べる。

アメリカ合衆国に於るラテンアメリカ研究史を中心に，

ラテンアメロカに関する理論的成果の批判的検討を試み

ながら，「各閣の経済発展の諮問題J，諸特徴を論究し，将

ト｝ヲすンア〈リカ研究に幾多 l「I＇司 l辺を提起 Lている。

アゾ 7＼壬清II:1＇.，会発売

IOI 
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